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(14) 中央制御室換気系［59条］

中央制御室換気系は，同一機能を有する2系統のフィルタユ

ニット，空気調和機等に対して，火災防護に係る審査基準に

基づき発生防止対策として，過電流による過熱防止対策，主

要な構造材への不燃性材料の使用等の対策を講じる設計とす

ることから，これらの機器から火災が発生するおそれは小さ

い。また，感知・消火対策として異なる2種類の感知器及び固

定式消火設備を設置する設計とすることから，これらの機器

を設置する場所で火災が発生しても影響が及ぶおそれは小さ

い。 

さらに，フィルタユニット，空気調和機等については，一

方の区分で火災が発生した場合でも，火災を感知し消火する

までもう一方の区分に影響を及ぼさないように，火災防護に

係る審査基準に基づき，フィルタユニット，空気調和機等を1

時間以上の耐火性能を有する隔壁等で分離し，かつ，自動消

火設備を設置する設計とする。隔壁については，Ｓs機能維持

を図るものとし，対象となる設備を分離するように設置する

設計とする。 

一方，中央制御室換気系のケーブルについては，当該火災

区域内で異なる区分ごとに電線管に敷設しており，他の区分

のケーブルと位置的分散を図る設計とする。また，電動弁に

ついては，駆動部の潤滑油（グリス）等は金属に覆われてい

ることから発火した場合においても他の構築物，系統又は機

器において火災を生じさせるおそれは小さいが，万が一，火

災により電動駆動機能が喪失した場合は，当該弁を手動操作

することにより中央制御室換気系の機能維持が可能な設計と

する。 

なお，静的機器の一部（ダクト）は単一設計としているが，

ダクトについては，不燃性材料で構成されており中央制御室

内の空気が通気するもので発火する要素もなく，火災による

影響が及ぶおそれはない設計とする。 

したがって，火災により中央制御室換気系の機能が同時に

喪失することのない独立性を有した設計とする。すなわち，

2.2.(1)①において安全機能が喪失しないと判断する。 

（第17－1～17－3図） 

(15) 中央制御室換気系［59条］

中央制御室換気系は，同一機能を有する2系統の再循環用フ

ァン，フィルタユニット等に対して，火災防護に係る審査基

準に基づき発生防止対策として，過電流による過熱防止対策，

主要な構造材への不燃性材料の使用等の対策を講じる設計と

することから，これらの機器から火災が発生するおそれは小

さい。また，感知・消火対策として異なる感知方式の感知器

及び固定式ガス消火設備を設置する設計とすることから，こ

れらの機器を設置する場所で火災が発生しても影響が及ぶお

それは小さい。 

さらに，再循環用ファン，フィルタユニット等については，

一方の区分で火災が発生した場合でも，火災を感知し消火す

るまでもう一方の区分に影響を及ぼさないように，火災防護

に係る審査基準に基づき，再循環用ファン，フィルタユニッ

ト等を１時間以上の耐火性能を有する隔壁等で分離し，かつ，

自動消火設備を設置する設計とする。隔壁については，Ｓs

機能維持を図るものとし，対象となる設備を分離するように

設置する設計とする。 

一方，中央制御室換気系のケーブルについては，当該火災

区域内で異なる区分ごとに電線管に布設しており，他の区分

のケーブルと位置的分散を図る設計とする。また，電動弁に

ついては，駆動部の潤滑油（グリス）等は金属に覆われてい

ることから，発火した場合においても他の構築物，系統又は

機器において火災を生じさせるおそれは小さいが，万一，火

災により電動駆動機能が喪失した場合は，当該弁を手動操作

することにより中央制御室換気系の機能維持が可能な設計と

する。 

なお，静的機器の一部（ダクト）は単一設計としているが，

ダクトについては，不燃性材料で構成されており中央制御室

内の空気が通気するもので発火する要素もなく，火災による

影響が及ぶおそれはない設計とする。 

したがって，火災により中央制御室換気系の機能が同時に

喪失することのない独立性を有した設計とする。また，消火

設備についてもそれぞれ分散して設置している。すなわち，

2.2.(1)②において安全機能が喪失しないと判断する。（第35

図） 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

 設計方針の相違によ

る系統構成の相違 
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第17－1 図 中央制御室換気系系統概略図 

第17－2 図 中央制御室換気系配置図 

（原子炉建屋付属棟4 階 空調機械室） 

第 35-1図 中央制御室換気系の概略系統図 

第 35-2図 中央制御室換気系の配置 

・設備の相違

【東海第二】 

 設計方針の相違によ

る系統構成の相違 
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第17－3 図 電源構成図（交流電源） 第 35-3図 単線結線図 

・設備の相違

【東海第二】 

 設計方針の相違によ

る系統構成の相違 

（15）5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所 [61 条] 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部及び待機場所）

は，重大事故等に対処するために必要な指示を行い，要員を

収容するための常設設備であり，常設重大事故防止設備には

高気密室，遮蔽，二酸化炭素吸収装置が該当する。そのうち

高気密室，遮蔽は不燃性材料で構築されていることから，火

災発生のおそれはない。すなわち，2.2．(1)①において安全

機能が喪失しないと判断する。また，二酸化炭素吸収装置は，

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所が6 号及び7 号炉の原子炉

建屋・コントロール建屋等と位置的に分散して設置されてい

ることから，当該対策所における単一の火災によっても6 号

及び7 号炉の原子炉及び使用済燃料プールに影響を及ぼすお

それはない。 

なお，二酸化炭素吸収装置を設けている5 号炉原子炉建屋

内緊急時対策所（対策本部）は，火災の発生防止対策として

難燃ケーブルの使用等の対策等を講じている。また，感知・

消火対策として異なる２種類の感知器，二酸化炭素消火器を

配備している。5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）

については,可燃物はいずれも金属筐体に納められ煙の充満

は考えにくく，また運転員が近接した区域に常駐するため万

一，火災が発生した場合でも速やかな消火が可能であること

から，単一の火災によって5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所

は機能喪失しない。すなわち，2.2．(1)①において安全機能

が喪失しないと判断する。（第39 図） 

(15) 緊急時対策所［61条］

緊急時対策所（緊急時対策所遮蔽を含む。）は，原子炉建

屋と位置的に分散して設置する設計とすることから，当該対

策所における単一の火災によっても原子炉及び使用済燃料プ

ールに影響を及ぼすおそれはない。 

すなわち，2.2.(1)②において安全機能が喪失しないと判断

する。 

（第18図） 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根 2号炉では，緊急

時対策所は緩和設備と

して整理 
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第39 図：5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）の配置 第18図 緊急時対策所の配置 

（16）通信連絡（5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所） [61 条] 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所の通信連絡設備である無

線連絡設備（常設），無線連絡設備（屋外アンテナ）[伝送路]，

衛星電話設備（常設），衛星電話設備（屋外アンテナ）[伝送

路]及び5 号炉屋外緊急連絡用インターフォンについては，5 

号炉原子炉建屋内緊急時対策所が6 号及び7 号炉の原子炉建

屋・コントロール建屋等と位置的に分散して設置されている

ことから，当該設備の単一の火災によっても6 号及び7 号炉

の原子炉及び使用済燃料プールに影響を及ぼすおそれはな

い。 

なお，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所の無線連絡設備（常

設），衛星電話設備（常設），5 号炉屋外緊急連絡用インタ

ーフォンは重大事故等時に5号炉原子炉建屋内緊急時対策所

において通信連絡を行うための常設設備であり，当該設備が

代替する機能を有する設計基準対象施設は「送受話器」，「電

力保安通信用電話設備」である。 

無線連絡設備（常設），衛星電話設備（常設），5 号炉屋

外緊急連絡用インターフォンは，火災の発生防止対策として

難燃ケーブルの使用等の対策を講じている。また，感知・消

火対策として異なる２種類の感知器及び煙の充満により消火

困難となる場所には固定式ガス消火設備を設置している。 

（16）通信連絡（緊急時対策所）[61条] 

緊急時対策所の通信連絡設備である無線通信設備（固定

型），無線通信装置［伝送路］，無線通信設備（屋外アンテ

ナ）[伝送路]，衛星電話設備（固定型）及び有線（建物内）[伝

送路]については，緊急時対策所が原子炉建物，制御室建物等

と位置的に分散して設置されていることから，当該設備の単

一の火災によっても原子炉及び燃料プールに影響を及ぼすお

それはない。 

なお，緊急時対策所の無線通信設備（固定型），無線通信

装置［伝送路］，衛星電話設備（固定型）及び有線（建物内）

[伝送路]は重大事故等時に緊急時対策所において通信連絡を

行うための常設設備であり，当該設備が代替する機能を有す

る設計基準対象施設は「所内通信連絡設備」，「電力保安通

信用電話設備」である。 

無線通信設備（固定型），無線通信装置［伝送路］，衛星

電話設備（固定型）及び有線（建物内）[伝送路]は，火災の

発生防止対策として難燃ケーブルの使用等の対策を講じてい

る。また，感知・消火対策として異なる感知方式の感知器及

び煙の充満により消火困難となる場所には固定式ガス消火設 

・設備の相違

【東海第二】 

 設計方針の相違によ

る系統構成の相違 
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屋外に設置する無線連絡設備（屋外アンテナ）[伝送路]，

衛星電話設備（屋外アンテナ）[伝送路]は，通電電流が微弱

であることから自己発火するおそれがなく，ケーブルを電線

管で敷設するとともに周辺に可燃物を設置せず火災の影響を

受けない設計とする。さらに，無線連絡設備（常設），衛星

電話設備（常設）と送受話器，電力保安通信用電話設備はそ

れぞれ別の火災区域に設置しており，位置的分散を図ってい

る。（第40 図）また5号炉屋外緊急連絡インターフォンは屋

外のアクセスルート扉近傍に設け，送受話器，電力保安通信

用電話設備とは位置的分散を図っている。 

以上より，単一の火災によって通信連絡設備（5 号炉原子

炉建屋内緊急時対策所），送受話器，電力保安通信用電話設

備の安全機能は同時に喪失することなく確保できる。また，

消火設備についてもそれぞれ分散して設置している。すなわ

ち，2.2．(1)②において安全機能が同時に喪失しないと判断

する。 

第40 図：無線連絡設備（常設），衛星電話設備（常設）と 

送受話器，電力保安通信用電話設備の配置 

備を設置している。 

屋外に設置する無線通信設備（屋外アンテナ）[伝送路]は，

通電電流が微弱であることから自己発火するおそれがなく，

ケーブルを電線管で布設するとともに周辺に可燃物を設置せ

ず火災の影響を受けない設計とする。さらに，無線通信設備

（固定型），衛星電話設備（固定型）と所内通信連絡設備，

電力保安通信用電話設備はそれぞれ別の部屋に設置してお

り，位置的分散を図っている。（第36図） 

以上より，単一の火災によって通信連絡設備（緊急時対策

所），所内通信連絡設備，電力保安通信用電話設備の安全機

能は同時に喪失することなく確保できる。また，消火設備に

ついてもそれぞれ分散して設置している。すなわち，2.2．(1)

②において安全機能が同時に喪失しないと判断する。

第36図 無線通信設備（固定型），衛星電話設備（固定型）と 

所内通信連絡設備，電力保安通信用電話設備の配置 

・設備の相違

【東海第二】 

 設計方針の相違によ

る系統構成の相違 
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（17）電源の確保（5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所）[61 条] 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用電源設備（負荷変圧器,

交流分電盤）については，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所

が6 号及び7 号炉の原子炉建屋・コントロール建屋等と位置

的に分散して設置されていることから，当該電源設備の単一

の火災によっても6 号及び7 号炉の原子炉及び使用済燃料プ

ールに影響を及ぼすおそれはない。 

なお，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用電源設備（負荷

変圧器,交流分電盤）は重大事故等時に5 号炉原子炉建屋内緊

急時対策所に交流電源を供給するための常設設備であり，当

該設備が代替する機能を有する設計基準対象施設は非常用所

内電気設備である。 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用電源設備（負荷変圧器，

交流分電盤）は，火災の発生防止対策として難燃ケーブルの

使用等の対策を講じている。また，5 号炉原子炉建屋内緊急

時対策所用電源設備（負荷変圧器,交流分電盤）については感

知・消火対策として異なる２種類の感知器を設置している。

さらに，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用電源設備（負荷

変圧器，交流分電盤）は5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所内

に設置，6 号及び7 号炉非常用高圧母線は，6 号及び7 号炉

原子炉建屋内に設置している非常用ディーゼル発電機から給

電しており，位置的分散を図っている。（第41 図） 

以上より，単一の火災によって5 号炉原子炉建屋内緊急時

対策所用電源と，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所の常設電

源は同時に機能を喪失することなく確保できる。また，消火

設備についてもそれぞれ分散して設置している。すなわち，

2.2．(1)②において安全機能が同時に喪失しないと判断する。 

(16) 緊急時対策所用発電機，緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タ

ンク及び緊急時対策所用発電機給油ポンプ［61 条］

緊急時対策所用発電機， 緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵

タンク及び緊急時対策所用発電機給油ポンプについては， 緊

急時対策所が原子炉建屋等と位置的に分散して設置する設計

とすることから，当該設備の単一の火災によっても原子炉及

び使用済燃料プールに影響を及ぼすおそれのない設計とす

る。 

緊急時対策所用発電機は，重大事故等時に緊急時対策所に

交流電源を供給するための常設設備であり，当該設備を代替

する機能を有する設計基準対象施設は常用電源設備である。 

緊急時対策所用発電機は緊急時対策所建屋1階に設置し，緊

急時対策所の通常時電源は，東海第二発電所の常用電源設備

（2系列）から受電することで，位置的分散を図る設計とする。 

（第19図） 

以上より，単一の火災によって緊急時対策所用発電機と，

緊急時対策所の外部電源は，同時に喪失することなく確保で

きる設計とする。すなわち，2.2.(1)②において安全機能が同

時に喪失しないと判断する。 

（17）電源の確保（緊急時対策所）[61条] 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤，緊急時対策所 低圧

母線盤及び緊急時対策所用燃料地下タンクについては，緊急

時対策所が原子炉建物，制御室建物等と位置的に分散して設

置されていることから，当該電源設備の単一の火災によって

も原子炉及び燃料プールに影響を及ぼすおそれはない。 

なお，緊急時対策所 発電機接続プラグ盤，緊急時対策所 

低圧母線盤及び緊急時対策所用燃料地下タンクは重大事故等

時に緊急時対策所に交流電源を供給するための常設設備であ

り，当該設備が代替する機能を有する設計基準対象施設は「非

常用所内電気設備」及び「非常用交流電源設備」である。 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤及び緊急時対策所 低

圧母線盤は，火災の発生防止対策として難燃ケーブルの使用

等の対策を講じている。また，緊急時対策所 発電機接続プ

ラグ盤及び緊急時対策所 低圧母線盤については，感知・消

火対策として異なる感知方式の感知器を設置している。さら

に，緊急時対策所 発電機接続プラグ盤及び緊急時対策所 

低圧母線盤は，緊急時対策所に設置し，非常用所内電気設備

は，原子炉建物内に設置している非常用ディーゼル発電機か

ら給電しており，位置的分散を図っている。（第37図） 

緊急時対策所用燃料地下タンクは，タンク室内の空間部に

感知・消火対策として異なる感知方式の感知器を設置してい

る。さらに，緊急時対策所用燃料地下タンクは，屋外に設置

しており，非常用交流電源設備とは，位置的分散を図ってい

る。 

以上より，単一の火災によって緊急時対策所 発電機接続

プラグ盤，緊急時対策所 低圧母線盤及び緊急時対策所用燃

料地下タンクと非常用所内電気設備及び非常用交流電源設備

は同時に機能を喪失することなく確保できる。また，消火設

備についてもそれぞれ分散して設置している。すなわち，2.2．

(1)②において安全機能が同時に喪失しないと判断する。

・設備の相違

【東海第二】 

 島根 2号炉では，発電

機は可搬型と整理 

【柏崎 6/7】 

 島根 2号炉では，燃料

地下タンクを防止設備

と整理 
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第19図 緊急時対策所の単線結線図 
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第41-1 図：5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所の電源の配置 

第41-2 図：5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所の電源の配置 

第 37図 緊急時対策所の電源の配置 
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（18）発電所内の通信連絡 [62 条] 

無線連絡設備（常設）,無線連絡設備（屋外アンテナ）[伝

送路]，衛星電話設備（常設），衛星電話設備（屋外アンテナ）

[伝送路]，有線（建屋内）（携帯型音声呼出電話設備，無線

連絡設備（常設），衛星電話設備（常設），5 号炉屋外緊急

連絡用インターフォンに係るもの）[伝送路]は重大事故等時

に発電所内の通信連絡を行うための常設設備であり，当該設

備を代替する機能を有する設計基準対象施設は「送受話器」，

「電力保安通信用電話設備」である。 

無線連絡設備（常設）,無線連絡設備（屋外アンテナ）[伝

送路]，衛星電話設備（常設），衛星電話設備（屋外アンテナ）

[伝送路]，有線（建屋内）（携帯型音声呼出電話設備，無線

連絡設備（常設），衛星電話設備（常設），5 号炉屋外緊急

連絡用インターフォンに係るもの）[伝送路]は，火災の発生

防止対策として難燃ケーブルの使用等の対策を講じている。

また，建屋内においては感知・消火対策として異なる２種類

の感知器及び煙の充満により消火困難となる場所に固定式ガ

ス消火設備を設置している。屋外に設置する無線連絡設備（屋

外アンテナ）[伝送路]，衛星電話設備（屋外アンテナ）[伝送

路]は，通電電流が微弱であることから自己発火するおそれが

なく，ケーブルを電線管で敷設するとともに周辺に可燃物を

設置せず火災の影響を受けない設計とする。さらに，無線連

絡設備（常設），無線連絡設備（屋外アンテナ）[伝送路]，

衛星電話設備（常設），衛星電話設備（屋外アンテナ）[伝送

路]，有線（建屋内）（携帯型音声呼出電話設備，無線連絡設

備（常設），衛星電話設備（常設），5 号炉屋外緊急連絡用

インターフォンに係るもの）[伝送路]と送受話器，電力保安

通信用電話設備はそれぞれ別の火災区域に設置しており，位

置的分散を図っている。（第42 図） 

以上より，単一の火災によって無線連絡設備（常設）,無線

連絡設備（屋外アンテナ）[伝送路]，衛星電話設備（常設），

衛星電話設備（屋外アンテナ）[伝送路]，有線（建屋内）（携

帯型音声呼出電話設備，無線連絡設備（常設），衛星電話設

備（常設），5 号炉屋外緊急連絡用インターフォンに係るも

の）[伝送路]と送受話器，電力保安通信用電話設備の安全機

能は同時に喪失することなく確保できる。すなわち，2.2．(1)

②において安全機能が同時に喪失しないと判断する。

(17) 発電所内の通信連絡設備［62条］

発電所内の通信連絡設備である衛星電話設備（固定型）は，

重大事故等時に通信連絡を行うための常設設備であり，当該

設備を代替する機能を有する設計基準対象施設は「送受話器

（ページング）」，「電力保安通信用電話設備（固定電話及

びＰＨＳ端末）」である。 

衛星電話設備（固定型）は，火災の発生防止対策として難

燃ケーブルの使用等の対策を講じる設計とする。また，建屋

内においては感知・消火対策として異なる2種類の感知器及び

煙の充満により消火困難となる場所に固定式ガス消火設備を

設置する設計とする。さらに，衛星電話設備（固定型）と送

受話器（ページング），電力保安通信用電話設備（固定電話

及びＰＨＳ端末）はそれぞれ別の場所に設置することで，位

置的分散を図る。 

（第20－1～20－3図） 

以上より，単一の火災によって衛星電話設備（固定型），

送受話器（ページング），電力保安通信用電話設備（固定電

話及びＰＨＳ端末）の安全機能は，同時に喪失することなく

確保できる設計とする。すなわち，2.2.(1)②において安全機

能が同時に喪失しないと判断する。 

（18）発電所内の通信連絡 [62 条] 

無線通信設備（固定型）,無線通信装置［伝送路］，無線通

信設備（屋外アンテナ）[伝送路]，衛星電話設備（固定型），

衛星電話設備（屋外アンテナ）[伝送路]，有線（建物内）[伝

送路]は重大事故等時に発電所内の通信連絡を行うための常

設設備であり，当該設備を代替する機能を有する設計基準対

象施設は「所内通信連絡設備」，「電力保安通信用電話設備」

である。 

無線通信設備（固定型）,無線通信装置［伝送路］，無線通

信設備（屋外アンテナ）[伝送路]，衛星電話設備（固定型），

衛星電話設備（屋外アンテナ）[伝送路]，有線（建物内）[伝

送路]は，火災の発生防止対策として難燃ケーブルの使用等の

対策を講じている。また，建物内においては感知・消火対策

として異なる感知方式の感知器及び煙の充満により消火困難

となる場所に固定式ガス消火設備を設置している。屋外に設

置する衛星電話設備（屋外アンテナ）[伝送路]は，通電電流

が微弱であることから自己発火するおそれがなく，ケーブル

を電線管で布設するとともに周辺に可燃物を設置せず火災の

影響を受けない設計とする。さらに，無線通信設備（固定型）,

無線通信装置［伝送路］，無線通信設備（屋外アンテナ）[伝

送路]，衛星電話設備（固定型），衛星電話設備（屋外アンテ

ナ）[伝送路]，有線（建物内）[伝送路]と所内通信連絡設備，

電力保安通信用電話設備はそれぞれ別の部屋に設置してお

り，位置的分散を図っている。（第38図） 

以上より，単一の火災によって無線通信設備（固定型）,

無線通信装置［伝送路］，無線通信設備（屋外アンテナ）[伝

送路]，衛星電話設備（固定型），衛星電話設備（屋外アンテ

ナ）[伝送路]，有線（建物内）[伝送路]と所内通信連絡設備，

電力保安通信用電話設備の安全機能は同時に喪失することな

く確保できる。すなわち，2.2．(1)②において安全機能が同

時に喪失しないと判断する。 
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（6/7 号炉） 

第42-1 図：無線連絡設備（常設），衛星電話設備（常設）と 

送受話器，電力保安通信用電話設備の配置（１／２） 

（6 号炉） （7 号炉） 

第42-2 図：無線連絡設備（常設），衛星電話設備（常設）と 

送受話器，通信用電話設備の配置（２／２） 

第20－1図 衛星電話設備（固定型）の配置 

第38図 無線通信設備（固定型），衛星電話設備（固定型）と 

所内通信連絡設備，電力保安通信用電話設備の配置 
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第20－2図 送受話器（ページング）の配置 

第20－3図 電力保安通信用電話設備の配置 
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3.2．重大事故防止設備でない重大事故等対処設備の火災による影

響（修復性） 

重大事故防止設備でない重大事故等対処設備は，常設重大事

故緩和設備，常設重大事故等対処設備のうち防止でも緩和でも

ない設備，可搬型重大事故緩和設備，可搬型重大事故等対処設

備のうち防止でも緩和でもない設備に分類される。これらの火

災による影響について，以下に示す。 

3.2.1．重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備の火災に

よる影響 

重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備を第９表

に示す。 

第９表：重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備（１／

３） 

3.2 重大事故防止設備でない重大事故等対処設備の火災による影

響（修復性） 

重大事故防止設備でない重大事故等対処設備には，常設重大

事故緩和設備，常設重大事故等対処設備のうち防止でも緩和で

もない設備，可搬型重大事故緩和設備，可搬型重大事故等対処

設備のうち防止でも緩和でもない設備に分類される。これらの

火災による影響について以下に示す。 

3.2.1 重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備の火災に

よる影響 

重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備を第3表に

示す。 

第3表 重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備（1／17） 

3.2．重大事故防止設備でない重大事故等対処設備の火災による影

響（修復性） 

重大事故防止設備でない重大事故等対処設備は，常設重大事

故緩和設備，常設重大事故等対処設備のうち防止でも緩和でも

ない設備，可搬型重大事故緩和設備，可搬型重大事故等対処設

備のうち防止でも緩和でもない設備に分類される。これらの火

災による影響について，以下に示す。 

3.2.1．重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備の火災に

よる影響 

重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備を第９表に

示す。 

第９表 重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備 

（１／５） 

・設備の相違

【柏崎6/7，東海第二】 

共通－１ ＳＡ設備

リストの抽出の相違

334



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

第９表：重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備 

（２／３） 

第3表 重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備（2／17） 第９表 重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備 

（２／５） 

・設備の相違

【柏崎6/7，東海第二】 

共通－１ ＳＡ設備

リストの抽出の相違
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第９表：重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備 

（３／３） 

 

 

第3表 重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備（3／17） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９表 重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備 

（３／５） 

 
 

・設備の相違 

【柏崎6/7，東海第二】 

共通－１ ＳＡ設備

リストの抽出の相違 
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第3表 重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備（4／17） 第９表 重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備 

（４／５） 

・設備の相違

【柏崎6/7，東海第二】 

共通－１ ＳＡ設備

リストの抽出の相違
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第3表 重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備（5／17） 第９表 重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備 

（５／５） 

・設備の相違

【柏崎6/7，東海第二】 

共通－１ ＳＡ設備

リストの抽出の相違
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 第3表 重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備（6／17） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・設備の相違 

【東海第二】 

共通－１ ＳＡ設備

リストの抽出の相違 
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第3表 重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備（7／17） ・設備の相違

【東海第二】 

共通－１ ＳＡ設備

リストの抽出の相違
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 第3表 重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備（8／17） 
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 第3表 重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備（10／17） 
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 第3表 重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備（11／17） 
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第3表 重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備（12／17） ・設備の相違

【東海第二】 

共通－１ ＳＡ設備

リストの抽出の相違
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第3表 重大事故防止設備でない常設重大事故等対処設備（17／17） ・設備の相違

【東海第二】 

共通－１ ＳＡ設備

リストの抽出の相違

第９表の設備のうち，ラプチャーディスク，配管，手動弁，サ

ージタンク，熱交換器，ストレーナ，スプレイ・ヘッダ，コリウ

ムシールド，原子炉圧力容器，原子炉格納容器，中央制御室待避

室陽圧化装置（配管・弁），サプレッション・チェンバ，防火水

槽，淡水貯水池，原子炉建屋原子炉区域，主排気筒（内筒）につ

いては，金属等の不燃性材料で構築されていること，内部の液体

の漏えいを防止するためのパッキンが装着されている場合でもパ

ッキン類のシート面は機器内の液体と接触しており大幅な温度上

昇は考えにくいことから，火災発生のおそれはない。すなわち，

2.2．(2)①において安全機能が喪失しないと判断する。 

上記以外の常設重大事故緩和設備及び常設重大事故等対処設備

のうち防止でも緩和でもないものについては，火災防護に係る審

査基準にしたがい，火災の発生防止対策及び火災の感知・消火対

策を実施する（41-2）。 

すなわち，これらの設備については，火災防護対策の実施によ

って， 2.2．(2)②における「できる限りの頑健性」を確保する。 

第3表の設備のうち，遮蔽，配管，手動弁，熱交換器，ストレー

ナ，スプレイヘッダ及びコリウムシールドについては，金属等の

不燃性材料で構築されていること，内部の液体の漏えいを防止す

るためのパッキンが装着されている場合でもパッキン類のシート

面は機器内の液体と接触しており大幅な温度上昇は考えにくいこ

とから，火災発生のおそれはない。すなわち，2.2.(2)①において

安全機能が喪失しないと判断する。 

上記以外の常設重大事故緩和設備及び常設重大事故等対処設備

のうち防止でも緩和でもないものについては，火災防護に係る審

査基準にしたがい，火災の発生防止対策及び火災の感知・消火対

策を実施する。 

すなわち，これらの設備については，火災防護対策の実施によ

って，2.2(2)②における「できる限りの頑健性」を確保する。 

第９表の設備のうち，圧力開放板，第１ベントフィルタスクラ

バ容器，第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器，遠隔手動弁操作

機構，緊急時対策所，遮蔽，配管，手動弁，サージタンク，熱交

換器，ストレーナ，スプレイヘッダ，コリウムシールド，原子炉

圧力容器，原子炉格納容器，輪谷貯水槽（西１，西２），原子炉建

物原子炉棟，サプレッション・チェンバ，取水口，取水管，取水

槽，低圧原子炉代替注水槽，排気管については，金属等の不燃性

材料で構築されていること，内部の液体の漏えいを防止するため

のパッキンが装着されている場合でもパッキン類のシート面は機

器内の液体と接触しており大幅な温度上昇は考えにくいことか

ら，火災発生のおそれはない。すなわち，2.2．(2)①において安

全機能が喪失しないと判断する。 

上記以外の常設重大事故緩和設備及び常設重大事故等対処設備

のうち防止でも緩和でもないものについては，火災防護に係る審

査基準にしたがい，火災の発生防止対策及び火災の感知・消火対

策を実施する。 

すなわち，これらの設備については，火災防護対策の実施によ

って，2.2．(2)②における「できる限りの頑健性」を確保する。 

・設備の相違

【柏崎6/7，東海第二】 

共通－１ ＳＡ設備

リストの抽出の相違
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3.2.2．重大事故防止設備でない可搬型重大事故等対処設備の火災

による影響 

重大事故防止設備でない可搬型重大事故等対処設備を第１０

表に示す。 

3.2.2 重大事故防止設備でない可搬型重大事故等対処設備の火災

による影響 

重大事故防止設備でない可搬型重大事故等対処設備を第4表

に示す。 

3.2.2．重大事故防止設備でない可搬型重大事故等対処設備の火災

による影響 

重大事故防止設備でない可搬型重大事故等対処設備を第 10

表に示す。 

第１０表：重大事故防止設備でない可搬型重大事故等対処設備 

（１／２） 

第4表 重大事故防止設備でない可搬型重大事故等対処設備（1／4） 第 10表 重大事故防止設備でない可搬型重大事故等対処設備 

（１／３） 

・設備の相違

【柏崎6/7，東海第二】 

共通－１ ＳＡ設備

リストの抽出の相違

351



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

第１０表：重大事故防止設備でない可搬型重大事故等対処設備 

（２／２） 

第4表 重大事故防止設備でない可搬型重大事故等対処設備（2／4） 

第4表 重大事故防止設備でない可搬型重大事故等対処設備（3／4） 

第10表 重大事故防止設備でない可搬型重大事故等対処設備 

（２／３） 

第10表 重大事故防止設備でない可搬型重大事故等対処設備 

（３／３） 

・設備の相違

【柏崎6/7，東海第二】 

共通－１ ＳＡ設備

リストの抽出の相違

・設備の相違

【東海第二】 

共通－１ ＳＡ設備

リストの抽出の相違
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第4表 重大事故防止設備でない可搬型重大事故等対処設備（4／4） ・設備の相違

【東海第二】 

共通－１ ＳＡ設備

リストの抽出の相違

第１０表の設備のうち，中央制御室待避室遮蔽（可搬型），中

央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ），5 号炉原子炉建屋内

緊急時対策所（対策本部並びに待機場所）陽圧化装置（空気ボン

ベ）は金属等の不燃性材料で構築されていることから，火災発生

のおそれはない。また，ホイールローダ，可搬型窒素供給装置，

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級），大容量送水車（熱交換器ユニ

ット用及び原子炉建屋放水設備用），放水砲，汚濁防止膜，放射

性物質吸着材，泡原液搬送車，泡原液混合装置，可搬型モニタリ

ングポスト，可搬型ダスト・よう素サンプラ，GM 汚染サーベイメ

ータ，NaI シンチレーションサーベイメータ，ZnSシンチレーショ

ンサーベイメータ，電離箱サーベイメータ，小型船舶（海上モニ

タリング用），可搬型気象観測装置については，荒浜側，大湊側

第4表の設備のうち，ホイルローダ，可搬型窒素供給装置，可搬

型窒素供給装置用電源車，可搬型代替注水大型ポンプ，可搬型代

替注水大型ポンプ（放水用），ホース［流路］，放水砲，汚濁防

止膜，泡混合器，泡消火薬剤容器（大型ポンプ用）及び小型船舶

については，西側，南側保管場所の双方に保管する設計とするこ

とから，単一の火災によっても同時にすべての機能を喪失するお

それはない。すなわち，2.2.(2)①において安全機能が喪失しない

と判断する。 

第 10表の設備のうち，中央制御室待避室正圧化装置（空気ボン

ベ）及び緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）は金属等の不燃

性材料で構築されていることから，火災発生のおそれはない。ま

た，ホイールローダ，可搬式窒素供給装置，移動式代替熱交換設

備，移動式代替熱交換設備ストレーナ，大量送水車，大型送水ポ

ンプ車，放水砲，シルトフェンス，放射性物質吸着材，泡消火薬

剤容器，可搬式モニタリング・ポスト，小型船舶，可搬式気象観

測装置，緊急時対策所空気浄化フィルタユニット，緊急時対策所

空気浄化送風機については，保管場所に分散して保管することか

ら，単一の火災によっても同時にすべての機能を喪失するおそれ

はない。すなわち，2.2．(2)①において安全機能が喪失しないと

判断する。 
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の双方に保管することから，単一の火災によっても同時にすべて

の機能を喪失するおそれはない。すなわち，2.2．(2)①において

安全機能が喪失しないと判断する。 

上記以外の可搬型重大事故等対処設備については，火災防護計

画にしたがって火災の発生防止対策及び火災の感知・消火対策を

実施する。すなわち，2.2．(2)②における「できる限りの頑健性」

を確保する。 

上記以外の可搬型重大事故等対処設備については，火災防護計

画にしたがって火災の発生防止対策及び火災の感知・消火対策を

図る設計とする。すなわち，2.2(2)②における「できる限りの頑

健性」を確保するものと判断する。 

上記以外の可搬型重大事故等対処設備については，火災防護計

画にしたがって火災の発生防止対策及び火災の感知・消火対策を

実施する。すなわち，2.2．(2)②における「できる限りの頑健性」

を確保する。 

4．火災による重大事故対処設備の機能維持 

内部火災が発生した場合，設計基準対象施設の機能に期待せ

ず，重大事故等対処設備によって「未臨界移行」，「燃料冷却」，

「格納容器除熱」及び「使用済燃料プール注水」機能が維持で

きるかについて，以下に示す。 

4.1．火災による未臨界移行機能の維持について 

未臨界移行機能を有する設計基準対象施設である原子炉緊急

停止系が機能喪失した場合で，緊急停止失敗時に発電用原子炉

を未臨界にするための常設重大事故防止設備であるATWS 緩和

設備（代替制御棒挿入機能又は代替冷却材再循環ポンプ・トリ

ップ機能）によって，原子炉を停止し未臨界を維持することが

可能である。 

ここで，火災によってATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能又

は代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能）の制御電源がすべ

て喪失した場合は，ほう酸水注入系によって原子炉を停止し未

臨界を維持することが可能である。また，火災によってほう酸

水注入系が機能喪失した場合，ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入

機能又は代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能）によって原

子炉を停止し未臨界を維持することが可能である。なお，ATWS 

緩和設備（代替制御棒挿入機能又は代替冷却材再循環ポンプ・

トリップ機能）の制御盤は中央制御室に設置，制御電源はコン

トロール建屋に設置しているが，ほう酸水注入系は原子炉建屋

に設置しており，位置的分散を図っている。（第43 図） 

さらに，これら常設重大事故防止設備がすべて機能喪失した

場合でも，スクラムソレノイドヒューズを引き抜くことによっ

て原子炉を停止し未臨界を維持することが可能である。 

4. 火災による重大事故対処設備の機能維持

内部火災が発生した場合，設計基準対象施設の機能に期待せ

ず，重大事故等対処設備によって「未臨界移行」，「燃料冷却」，

「格納容器除熱」及び「使用済燃料プール注水」機能が維持で

きるかについて，以下に示す。 

4.1 火災による未臨界移行機能の維持について 

未臨界移行機能を有する設計基準対象施設である原子炉緊急

停止系が機能喪失した場合で，緊急停止失敗時に発電用原子炉

を未臨界にするための常設重大事故防止設備である代替制御棒

挿入機能又は代替再循環系ポンプトリップ機能によって，原子

炉を停止し未臨界を維持することが可能な設計とする。 

ここで，火災によって代替制御棒挿入機能又は代替再循環系

ポンプトリップ機能の制御電源がすべて喪失した場合は，ほう

酸水注入系によって原子炉を停止し未臨界を維持することが可

能な設計とする。また，火災によってほう酸水注入系が機能喪

失した場合，代替制御棒挿入機能又は代替再循環系ポンプトリ

ップ機能によって原子炉を停止し未臨界を維持することが可能

な設計とする。なお，代替制御棒挿入機能又は代替再循環系ポ

ンプトリップ機能の制御盤は，中央制御室に設置，制御電源は

原子炉建屋付属棟に設置しているが，ほう酸水注入系は原子炉

建屋原子炉棟5階に設置し，位置的分散を図る設計とする。 

(第21－1，21－2図) 

さらに，これら常設重大事故防止設備がすべて機能喪失した

場合でも，電磁弁の電源をOFFすることによって原子炉を停止し

未臨界を維持することが可能な設計とする。 

すなわち，2.2(3)①において火災によっても「未臨界移行」

機能が維持できると判断する。 

4．火災による重大事故対処設備の機能維持 

内部火災が発生した場合，設計基準対象施設の機能に期待せ

ず，重大事故等対処設備によって「未臨界移行」，「燃料冷却」，

「格納容器除熱」及び「燃料プール注水」機能が維持できるか

について，以下に示す。 

4.1．火災による未臨界移行機能の維持について 

未臨界移行機能を有する設計基準対象施設である原子炉保護

系が機能喪失した場合で，緊急停止失敗時に発電用原子炉を未

臨界にするための常設重大事故防止設備であるＡＴＷＳ緩和設

備（代替制御棒挿入機能又は代替原子炉再循環ポンプトリップ

機能）によって，原子炉を停止し未臨界を維持することが可能

である。 

ここで，火災によってＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機

能又は代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）の制御電源がす

べて喪失した場合は，ほう酸水注入系によって原子炉を停止し

未臨界を維持することが可能である。また，火災によってほう

酸水注入系が機能喪失した場合，ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御

棒挿入機能又は代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）によっ

て原子炉を停止し未臨界を維持することが可能である。なお，

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能又は代替原子炉再循環

ポンプトリップ機能）の制御盤は中央制御室に設置，制御電源

は廃棄物処理建物に設置，ほう酸水注入系は原子炉建物３階に

設置しており，位置的分散を図っている。（第 39図） 

さらに，これら常設重大事故防止設備がすべて機能喪失した

場合でも，原子炉保護系電源スイッチを操作することによって

原子炉を停止し未臨界を維持することが可能である。 

すなわち，2.2.(3)①において火災によっても「未臨界移行」

機能が維持できると判断する。 
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第43-1 図：代替制御棒挿入機能制御盤，代替冷却材再循環 

ポンプ・トリップ機能制御盤とほう酸水注水系の配置（１／２） 

第43-2 図：代替制御棒挿入機能制御盤，代替冷却材再循環 

ポンプ・トリップ機能制御盤とほう酸水注水系の配置（２／２） 

第21－1図 代替制御棒挿入機能制御盤，代替再循環系ポンプ 

トリップ機能制御盤及びほう酸水注水系の配置（1／2）

第21－2図 代替制御棒挿入機能制御盤，代替再循環系ポンプ 

トリップ機能制御盤及びほう酸水注水系の配置（2／2）

第 39-1図 代替制御棒挿入機能制御盤，代替原子炉再循環ポンプ 

トリップ機能制御盤とほう酸水注入系の配置（１／２）
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第 39-2図 代替制御棒挿入機能制御盤，代替原子炉再循環ポンプ 

トリップ機能制御盤とほう酸水注入系の配置（２／２）

4.2．火災による燃料冷却機能の維持について 

燃料冷却機能を有する設計基準対象施設のうち，高圧炉心冷

却機能である高圧炉心注水系，原子炉隔離時冷却系が機能喪失

した場合でも，高圧代替注水系ポンプによって，燃料冷却機能

を維持することが可能である。 

ここで，火災によって高圧代替注水系が機能喪失した場合，

原子炉を減圧し低圧で冷却することによって燃料冷却機能を維

持する。設計基準対象施設のうち，原子炉を減圧する機能であ

る自動減圧系，及び低圧炉心冷却機能である残留熱除去系が機

能喪失した場合でも，原子炉冷却材バウンダリを減圧するため

の常設重大事故防止設備である代替自動減圧機能，及び原子炉

冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

常設重大事故防止設備である復水移送ポンプによって，燃料冷

却機能を維持することが可能である。 

ここで，火災によって代替自動減圧機能が喪失した場合，可

搬型代替直流電源設備，及び可搬型重大事故防止設備である高

圧窒素ガスボンベを使用して逃がし安全弁を開操作することに

より，原子炉を減圧することが可能である。また，火災によっ

て復水移送ポンプが機能喪失した場合，可搬型代替注水ポンプ

（A-2 級）によって低圧で炉心を冷却する機能を維持できる。 

4.2 火災発生時の燃料冷却機能の維持について 

燃料冷却機能を有する設計基準対象施設のうち，高圧炉心冷

却機能である高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系が機

能喪失した場合でも常設高圧代替注水系ポンプによって燃料冷

却機能を維持することが可能な設計とする。 

ここで，火災によって高圧代替注水系が機能喪失した場合，

発電用原子炉を減圧し低圧で冷却することによって燃料冷却機

能を維持する設計とする。設計基準対象施設のうち，原子炉を

減圧する機能である自動減圧系及び低圧炉心冷却機能である残

留熱除去系が機能喪失した場合でも，原子炉冷却材バウンダリ

を減圧するための常設重大事故防止設備である代替自動減圧機

能及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷

却するための常設重大事故防止設備である常設低圧代替注水系

ポンプによって，燃料冷却機能を維持することが可能な設計と

する。 

ここで，火災によって代替自動減圧機能が喪失した場合，可

搬型代替直流電源設備及び可搬型重大事故防止設備である非常

用窒素供給系高圧窒素ボンベを使用して逃がし安全弁を開操作

することにより，発電用原子炉を減圧することが可能な設計と

する。また，火災によって常設低圧代替注入系ポンプが機能喪

失した場合，可搬型代替注水大型ポンプ又は可搬型代替注水中 

4.2．火災による燃料冷却機能の維持について 

燃料冷却機能を有する設計基準対象施設のうち，高圧炉心冷

却機能である高圧炉心スプレイ系，原子炉隔離時冷却系が機能

喪失した場合でも，高圧原子炉代替注水ポンプによって，燃料

冷却機能を維持することが可能である。 

ここで，火災によって高圧原子炉代替注水系が機能喪失した

場合，原子炉を減圧し低圧で冷却することによって燃料冷却機

能を維持する。設計基準対象施設のうち，原子炉を減圧する機

能である自動減圧系，及び低圧炉心冷却機能である残留熱除去

系が機能喪失した場合でも，原子炉冷却材バウンダリを減圧す

るための常設重大事故防止設備である代替自動減圧機能，及び

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却する

ための常設重大事故防止設備である低圧原子炉代替注水ポンプ

によって，燃料冷却機能を維持することが可能である。 

ここで，火災によって代替自動減圧機能が喪失した場合，可

搬型直流電源設備，及び可搬型重大事故防止設備である窒素ガ

スボンベを使用して逃がし安全弁を開操作することにより，原

子炉を減圧することが可能である。また，火災によって低圧原

子炉代替注水ポンプが機能喪失した場合，大量送水車によって

低圧で炉心を冷却する機能を維持できる。 
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以上より，火災によっても燃料冷却機能を維持することが可

能である。（第44 図） 

型ポンプによって低圧で炉心を冷却する機能を維持できる設計

とする。すなわち2.2(3)①において火災によっても「燃料冷却」

機能を維持できると判断する。 

(第22－1～22－4図) 

以上より，火災によっても燃料冷却機能を維持することが可

能である。すなわち 2.2.(3)①において火災によっても「燃料

冷却」機能を維持できると判断する。 

第44 図：燃料冷却機能の系統概略図 第22－1 図 燃料冷却機能の系統概略図 

第22－2 図 可搬型代替直流電源設備による逃がし安全弁 

作動概要図 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設計方針の相違によ

る系統構成の相違 

・設備の相違

【東海第二】 

 設計方針の相違によ

る系統構成の相違 
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第22－3 図 非常用窒素供給系概要図 

第22－4 図 低圧代替注水系（可搬型）系統概要図 

（代替淡水貯槽～原子炉建屋東側接続口） 

・設備の相違

【東海第二】 

 設計方針の相違によ

る系統構成の相違 

・設備の相違

【東海第二】 

 設計方針の相違によ

る系統構成の相違 

4.3．火災による格納容器除熱機能の維持について 

格納容器除熱機能を有する設計基準対象施設である残留熱除

去系（格納容器スプレイ冷却モード），原子炉補機冷却系が機

能喪失した場合，最終ヒートシンクへ熱を輸送するための常設

重大事故防止設備である耐圧強化ベント系，格納容器圧力逃が

し装置で格納容器除熱機能を維持することが可能である。 

4.3 火災発生時の格納容器除熱機能の維持について 

格納容器除熱機能を有する設計基準対象施設である格納容器

スプレイ冷却系が機能喪失した場合，代替循環冷却系により原

子炉格納容器内の除熱機能を維持することが可能な設計とす

る。 

代替循環冷却系は，サプレッション・チェンバを水源とし，

原子炉建屋原子炉棟に設置する代替循環冷却系ポンプを用い，

残留熱除去系熱交換器で冷却されたサプレッション・プール水

を原子炉格納容器にスプレイする設計とする。本系統は，同一

の機能を有する2系統を有し，それぞれ別の部屋に設置し位置的 

4.3．火災による格納容器除熱機能の維持について 

格納容器除熱機能を有する設計基準対象施設である残留熱除

去系（格納容器冷却モード）,原子炉補機冷却系（区分Ⅰ，Ⅱ）

が機能喪失した場合，最終ヒートシンクへ熱を輸送するための

常設重大事故防止設備である格納容器フィルタベント系で格納

容器除熱機能を維持することが可能である。 

・設備の相違

【柏崎6/7】 

共通－１ ＳＡ設備

リストの抽出の相違
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ここで，火災によって耐圧強化ベント系，格納容器圧力逃が

し装置の電動弁等が機能喪失した場合，遠隔手動弁操作設備を

使用することによって耐圧強化ベント系，格納容器圧力逃がし

装置を動作させることが可能であり，格納容器除熱機能を維持

することができる。（第45,46 図） 

分散を図る設計とし，2系統が同時に喪失することはない設計

とする。 

（第23－1～23－4図） 

さらに，最終ヒートシンクへ熱を輸送するための常設重大事

故防止設備である格納容器圧力逃がし装置により原子炉格納容

器内の除熱機能を維持することが可能な設計とする。 

ここで，火災によって格納容器圧力逃がし装置の電動弁等が

機能喪失した場合，格納容器圧力逃がし装置の遠隔人力操作機

構を使用することによって格納容器圧力逃がし装置を動作させ

ることが可能であり，格納容器除熱機能を維持することが可能

な設計とする。 

すなわち，2.2(3)①において火災によっても「格納容器除熱」

機能が維持できると判断する。 

(第24図) 

ここで，火災によって格納容器フィルタベント系の電動弁等

が機能喪失した場合，遠隔手動弁操作機構を使用することによ

って格納容器フィルタベント系を動作させることが可能であ

り，格納容器除熱機能を維持することができる。（第 40図） 

すなわち，2.2.(3)①において火災によっても「格納容器除熱」

機能が維持できると判断する。 

・設備の相違

【柏崎6/7】 

共通－１ ＳＡ設備

リストの抽出の相違

第23－1 図 代替循環冷却系の系統概要図 ・設備の相違

【東海第二】 

 設計方針の相違によ

る系統構成の相違 
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第23－2 図 代替循環冷却系の配置図 

第23－3 図 電源構成図（交流電源）（1／2） ・設備の相違

【東海第二】 

 設計方針の相違によ

る系統構成の相違 
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第45 図：耐圧強化ベント系 系統概略図 

第23－4 図 電源構成図（交流電源）（2／2） ・設備の相違

【東海第二】 

 設計方針の相違によ

る系統構成の相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

 設計方針の相違によ

る系統構成の相違 
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第46 図：格納容器圧力逃がし装置の系統概略図 第 24図 格納容器圧力逃がし装置の系統概略図 第 40図 格納容器フィルタベント系の系統概略図 ・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設計方針の相違によ

る系統構成の相違 

4.4．火災による使用済燃料プール注水機能の維持について 

使用済燃料プール注水機能を有する設計基準対象施設である

残留熱除去系（燃料プール水の冷却及び補給），燃料プール冷

却浄化系が機能喪失した場合，使用済燃料プールの冷却等のた

めの可搬型重大事故防止設備である可搬型代替注水ポンプ（A-1 

級）及び（A-2 級）によって使用済燃料プール注水機能を維持

することが可能である。 

ここで，可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）及び（A-2 級）に

火災が発生した場合，当該ポンプは荒浜側，大湊側にそれぞれ

位置的に分散して設置していることから，すべての可搬型代替

注水ポンプ（A-1 級）及び（A-2 級）が火災によって機能喪失

することはなく，使用済燃料プール注水機能を維持することが

できる。（第47 図） 

4.4 火災発生時の使用済燃料プール注水機能の維持について 

使用済燃料プール注水機能を有する設計基準対象施設である

残留熱除去系(使用済燃料プール水の冷却及び補給)が機能喪失

した場合，使用済燃料プールの冷却等のための可搬型重大事故

防止設備である可搬型代替注水大型ポンプによって使用済燃料

プール注水機能を維持することが可能な設計とする。 

ここで，可搬型代替注水大型ポンプに火災が発生した場合，

当該ポンプは西側及び南側保管場所にそれぞれ位置的に分散し

て設置する設計とすることから，すべての可搬型代替注水大型

ポンプが火災によって機能喪失することはなく，使用済燃料プ

ール注水機能を維持することが可能な設計とする。 

すなわち，2.2(3)①において火災によっても「使用済燃料プ

ール注水」機能が維持できると判断する。 

(第25－1～25－3図) 

4.4．火災による燃料プール注水機能の維持について 

燃料プール注水機能を有する設計基準対象施設である残留熱

除去系（燃料プール冷却及び補給），燃料プール冷却系が機能喪

失した場合，燃料プールの冷却等のための可搬型重大事故防止

設備である大量送水車によって燃料プール注水機能を維持する

ことが可能である。 

ここで，大量送水車に火災が発生した場合，当該ポンプは第

２，第３，第４保管エリアにそれぞれ位置的に分散して設置し

ていることから，すべての大量送水車が火災によって機能喪失

することはなく，燃料プール注水機能を維持することができる。

（第 41図） 

すなわち，2.2.(3)①において火災によっても「燃料プール注

水」機能が維持できると判断する。 
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第47 図：使用済燃料プール注水機能の系統概略図 第25－1図 代替燃料プール注水系（注水ライン）の系統概略図 

第25－2図 代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の 

系統概略図 

第 25－3 図 代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）の

系統概略図 

第 41-1図 燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダによる 

スプレイの場合）の系統概略図

第 41-2図 燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズルによる 

注水の場合）の系統概略図 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設計方針の相違によ

る系統構成の相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設計方針の相違によ

る系統構成の相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設計方針の相違によ

る系統構成の相違 

363



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

参考 

AM 用直流125V 蓄電池～高圧代替注水系とAM 用直流125V 蓄電池

～直流母線のケーブルが同一のケーブルトレイに敷設されている

箇所周辺の火災影響について 

AM 用直流125V 蓄電池～高圧代替注水系とAM 用直流125V 蓄電

池～直流母線の各ケーブルの，火災に対する影響について，上記

の各ケーブルが発火源となる火災については，原子炉隔離時冷却

系と高圧代替注水系が同時に機能喪失することがない設計とす

る。また，以下のとおり，当該ケーブルの周辺にある可燃物から

延焼することのない設計とする。 

1. 原子炉建屋地上3 階（中間階）

第48 図のとおり，AM 用直流125V 蓄電池～高圧代替注水系と

AM 用直流125V蓄電池～直流母線のケーブルが同一のケーブル

トレイに敷設されているエリアは，異なる種類の感知器と固定

式消火設備を設置する設計とする。 

ケーブルトレイの周辺にある可燃物は，FMCRD 制御盤がある

が，FMCRD 制御盤の充電部が金属製の筐体に格納されているこ

と，ケーブルトレイとFMCRD 制御盤は水平約1.0m の離隔距離を

確保していること，及び万一，FMCRD制御盤で火災が発生しても

固定式消火設備による消火を可能とし，FMCRD 制御盤で発生す

る火災がケーブルトレイに延焼することはない設計とする。 

2. 原子炉建屋地上3 階

第49 図のとおり，AM 用直流125V 蓄電池～高圧代替注水系と

AM 用直流125V蓄電池～直流母線のケーブルが同一のケーブル

トレイに敷設されているエリアは，異なる種類の感知器と固定

式消火設備を設置する設計とする。 

ケーブルトレイの周辺にある可燃物は，作業用分電盤がある

が，作業用分電盤の充電部が金属製の筐体に格納されているこ

と，ケーブルトレイと作業用分電盤は水平約4.5m の離隔距離を

確保していること，及び万一作業用分電盤で火災が発生しても

固定式消火設備による消火を可能とし，作業用分電盤で発生す

る火災がケーブルトレイに延焼することはない設計とする。 

・設備の相違

【柏崎6/7】 

島根2号炉では，同一

のケーブルトレイに布

設される設計基準対処

設備ケーブルとＳＡケ

ーブルはない 
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3. 原子炉建屋地上2 階 

第50 図の通り，AM 用直流125V 蓄電池～高圧代替注水系とAM 

用直流125V蓄電池～直流母線のケーブルが同一のケーブルトレ

イに敷設されている箇所は，3 時間以上の耐火能力を有するコ

ンクリート製の障壁にて隔離する設計とする。なお，コンクリ

ート製の障壁内にはケーブルトレイのみを設置する設計とす

る。 

 

4. 原子炉建屋地上1 階 

第51 図のとおり，AM 用直流125V 蓄電池～高圧代替注水系と

AM 用直流125V蓄電池～直流母線のケーブルが同一のケーブル

トレイに敷設されているエリアは，異なる種類の感知器と固定

式消火設備を設置する設計とする。 

ケーブルトレイの周辺にある可燃物は，常用照明用分電盤が

あるが，常用照明用分電盤の充電部が金属製の筐体に格納され

ていること，ケーブルトレイと常用照明用分電盤は水平約2.5m 

の離隔距離を確保していること，及び万一常用照明用分電盤で

火災が発生しても固定式消火設備による消火を可能とし，常用

照明用分電盤で発生する火災がケーブルトレイに延焼すること

はない設計とする。 

 

なお，持込み可燃物管理に関する，火災の発生防止・延焼防

止に関する遵守事項は以下のとおりとする。（第8 条-別添1-

資料1 を参照） 

・ケーブルトレイ直下への可燃物の仮置きを禁止する。 

・火災区域（区画）で周囲に火災防護対象機器が無い場所に

可燃物を仮置きする場合には，不燃シートで覆う又は金属

箱の中に収納するとともに，その近傍に消火器を準備する。 

・火災区域（区画）での作業に伴い，火災防護対象機器近傍

に作業上必要な可燃物を持ち込む際には作業員の近くに置

くとともに，休憩時や作業終了時には火災防護対象機器近

傍から移動する。 

・火災発生時の煙の充満等により，消火活動が困難とならな

い火災区域（区画）は，可燃物の仮置きを禁止する。 
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第48 図：火災区域及びケーブルルート図 

（原子炉建屋地上3 階（中間階）T.M.S.L.27200） 

 

 

第49 図：火災区域及びケーブルルート図 

（原子炉建屋地上3 階 T.M.S.L.23500） 
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第50 図：火災区域及びケーブルルート図 

（原子炉建屋地上2 階 T.M.S.L.18100） 

第 51 図：火災区域及びケーブルルート図 

（原子炉建屋地上 1 階 T.M.S.L.12300） 
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まとめ資料比較表 〔43条 共-8 重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について〕 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 
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重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について 

 

柏崎刈羽原子力発電所 6 号及び 7 号炉における，重大事故等対

処設備を対象とした内部溢水についての基本的な防護方針を以下

に示す。 

 

1．溢水防護の基本方針 

1.1 基本的な防護方針の整理 

内部溢水が発生した場合の重大事故等対処設備に対する基本的

な防護方針を以下に整理する。なお想定する内部溢水は，設置許

可基準規則第九条，及び内部溢水影響評価ガイドにて定められる

内部溢水と同等とする。さらに，運転員等による各種対応操作※1 

に関しても，溢水による影響を考慮の上，期待することとする。

またスロッシングに伴う溢水の影響に関しては，以下の方針とは

独立に重大事故等対処設備の安全機能を損なわない方針とする。 

 

 

方針Ⅰ【独立性】 

：重大事故防止設備は，内部溢水によって対応する設計基準対

象施設の安全機能と同時にその機能が損なわれる恐れのな

いこと 

 

方針Ⅱ【修復性】 

：重大事故等対処設備であって，重大事故防止設備でない設備

は，修復性等も考慮の上，できる限り内部溢水に対する頑健

性を確保すること 

 

方針Ⅲ【重大事故等対処設備のみによる安全性確保】 

：内部溢水が発生した場合においても，設計基準対象施設の機

能に期待せずに，重大事故等対処設備によりプラントの安全

性に関する主要な機能※2が損なわれる恐れのないこと 

 

※1 対応操作例：溢水の影響により一時的に電動弁の遠隔操作機

能が喪失した場合に，現場の環境状況を考慮の上，運転員等

が現場へアクセスし，手動にて弁操作を実施する，等 

※2 主要な機能：“未臨界移行”，“燃料冷却”，“格納容器除熱”，

及び“使用済燃料プール注水”機能とする 

 

重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について 

 

東海第二発電所における，重大事故等対処設備を対象とした内

部溢水についての基本的な防護方針を以下に示す。 

 

 

1. 溢水防護の基本方針 

1.1 基本的な防護方針の整理 

内部溢水が発生した場合の重大事故等対処設備に対する基本的

な防護方針を以下に整理する。なお，想定する内部溢水は，設置

許可基準規則第九条及び内部溢水影響評価ガイドにて定められる

内部溢水と同等とする。さらに，運転員等による各種対応操作※1

に関しても，溢水による影響を考慮の上，期待することとする。

またスロッシングに伴う溢水の影響に関しては，以下の方針とは

独立に重大事故等対処設備の安全機能を損なわない方針とする。 

 

 

方針Ⅰ【独立性】 

：重大事故防止設備は，内部溢水によって対応する設計基準対

象施設の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれの

ないこと 

 

方針Ⅱ【修復性】 

：重大事故等対処設備であって，重大事故防止設備でない設備

は，修復性等も考慮の上，できる限り内部溢水に対する頑健

性を確保すること 

 

方針Ⅲ【重大事故等対処設備のみによる安全性確保】 

：内部溢水が発生した場合においても，設計基準対象施設の機

能に期待せずに，重大事故等対処設備によりプラントの安全

性に関する主要な機能※2が損なわれるおそれのないこと 

 

※1 対応操作例:溢水の影響により一時的に電動弁の遠隔操作機

能が喪失した場合に，現場の環境状況を考慮の上，運転員等

が現場ヘアクセスし，手動にて弁操作を実施する，等 

※2 主要な機能:「未臨界移行」，「燃料冷却」，「格納容器除

熱」及び「使用済燃料プール注水」機能とする 

 

重大事故等対処設備の内部溢水に対する防護方針について 

 

島根原子力発電所 2号炉における，重大事故等対処設備を対象

とした内部溢水についての基本的な防護方針を以下に示す。 

 

 

1. 溢水防護の基本方針 

1.1 基本的な防護方針の整理 

内部溢水が発生した場合の重大事故等対処設備に対する基本的

な防護方針を以下に整理する。なお，想定する内部溢水は，設置

許可基準規則第九条及び内部溢水影響評価ガイドにて定められる

内部溢水と同等とする。さらに，運転員等による各種対応操作※1

に関しても，溢水による影響を考慮の上，期待することとする。

また，スロッシングに伴う溢水の影響に関しては，以下の方針と

は独立に重大事故等対処設備の安全機能を損なわない方針とす

る。 

 

方針Ⅰ【独立性】 

：重大事故防止設備は，内部溢水によって対応する設計基準対

象施設の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれの

ないこと 

 

方針Ⅱ【修復性】 

：重大事故等対処設備であって，重大事故防止設備でない設備

は，修復性等も考慮の上，できる限り内部溢水に対する頑健

性を確保すること 

 

方針Ⅲ【重大事故等対処設備のみによる安全性確保】 

：内部溢水が発生した場合においても，設計基準対象施設の機

能に期待せずに，重大事故等対処設備によりプラントの安全

性に関する主要な機能※2が損なわれるおそれのないこと 

 

※1 対応操作例：溢水の影響により一時的に電動弁の遠隔操作機

能が喪失した場合に，現場の環境状況を考慮の上，運転員等

が現場へアクセスし，手動にて弁操作を実施する，等 

※2 主要な機能：“未臨界移行”，“燃料冷却”，“格納容器除熱”及

び“燃料プール注水”機能とする 
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1.2 方針への適合性確認の流れ 

1.1 にて示した防護方針への適合性の確認においては，まず，

設置許可基準規則第四十三条～六十二条の各条文に該当する重大

事故等対処設備を抽出し，それらを“防止設備”，“緩和設備”，及

び“防止でも緩和でもない設備”に分類する。これらの分類を行

った上で，方針Ⅰ及びⅡへの適合性を確認する一次評価と，方針

Ⅲへの適合性を確認する二次評価の，二つの段階にて確認する。 

 

(a)方針Ⅰへの適合性の確認（一次評価） 

方針Ⅰへの適合について確認すべき対象は，“防止設備”に分類

された設備であり，以下のような流れでその適合性を確認する。 

①：各条文の防止設備が，溢水による影響でその安全機能を維

持できるか 

②：①にて維持できない場合は，同一の溢水により対応する設

計基準対象施設の安全機能が同時に喪失していないか 

③：②にて同時に喪失していた場合は，各種対応を実施する 

 

(b)方針Ⅱへの適合性の確認（一次評価） 

方針Ⅱへの適合について確認すべき対象は，“緩和設備”及び“防

止でも緩和でもない設備”に分類された設備であり，以下のよう

な流れでその適合性を確認する。 

①：各条文の緩和設備又は防止でも緩和でもない設備が，溢水

による影響でその安全機能を維持できるか 

②：①にて維持できない場合は，修復性等を考慮したできる限

りの頑健性を確保する 

 

(c)方針Ⅲへの適合性の確認（二次評価） 

方針Ⅲへの適合性については，以下のような流れでその適合性

を確認する。 

①：溢水による影響を考慮した上で，設計基準対象施設の機能

に期待せず，重大事故等対処設備によって“未臨界移行”，

“燃料冷却”，“格納容器除熱”，及び“使用済燃料プール

注水”機能が維持できるか 

②：①にて維持できない場合は，各種対応を実施する 

 

 

 

 

1.2 方針への適合性確認の流れ 

1.1にて示した防護方針への適合性の確認においては，まず，設

置許可基準規則第四十三条～六十二条の各条文に該当する重大事

故等対処設備を抽出し，それらを「防止設備」，「緩和設備」及

び「防止でも緩和でもない設備」に分類する。これらの分類を行

った上で，方針Ⅰ及びⅡへの適合性を確認する一次評価と，方針

Ⅲへの適合性を確認する二次評価の，二つの段階にて確認する。 

 

(a)方針Ⅰへの適合性の確認（一次評価） 

方針Ⅰへの適合について確認すべき対象は，「防止設備」に分

類された設備であり，以下のような流れでその適合性を確認する。 

①：各条文の防止設備が，溢水による影響でその安全機能を維

持できるか 

②：①にて維持できない場合は，同一の溢水により対応する設

計基準対象施設の安全機能が同時に喪失していないか 

③：②にて同時に喪失していた場合は，各種対応を実施する 

 

(b)方針Ⅱへの適合性の確認(一次評価) 

方針Ⅱへの適合について確認すべき対象は，「緩和設備」及び

「防止でも緩和でもない設備」に分類された設備であり，以下の

ような流れでその適合性を確認する。 

①：各条文の緩和設備又は防止でも緩和でもない設備が，溢水

による影響でその安全機能を維持できるか 

②：①にて維持できない場合は，修復性等を考慮したできる限

りの頑健性を確保する 

 

(c) 方針Ⅲへの適合性の確認（二次評価） 

方針Ⅲへの適合性については，以下のような流れでその適合性

を確認する。 

①：溢水による影響を考慮した上で，設計基準対象施設の機能

に期待せず，重大事故等対処設備によって「未臨界移行」，

「燃料冷却」，「格納容器除熱」及び「使用済燃料プール

注水」機能が維持できるか 

②：①にて維持できない場合は，各種対応を実施する 
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事故等対処設備を抽出し，それらを“防止設備”，“緩和設備”及

び“防止でも緩和でもない設備”に分類する。これらの分類を行

った上で，方針Ⅰ及びⅡへの適合性を確認する一次評価と，方針

Ⅲへの適合性を確認する二次評価の二つの段階にて確認する。 

 

(a)方針Ⅰへの適合性の確認（一次評価） 

方針Ⅰへの適合について確認すべき対象は，“防止設備”に分類

された設備であり，以下のような流れでその適合性を確認する。 

①：各条文の防止設備が，溢水による影響でその安全機能を維

持できるか 

②：①にて維持できない場合は，同一の溢水により対応する設

計基準対象施設の安全機能が同時に喪失していないか 

③：②にて同時に喪失していた場合は，各種対応を実施する 

 

(b)方針Ⅱへの適合性の確認（一次評価） 

方針Ⅱへの適合について確認すべき対象は，“緩和設備”及び“防

止でも緩和でもない設備”に分類された設備であり，以下のよう

な流れでその適合性を確認する。 

①：各条文の緩和設備又は防止でも緩和でもない設備が，溢水

による影響でその安全機能を維持できるか 

②：①にて維持できない場合は，修復性等を考慮したできる限

りの頑健性を確保する 

 

(c)方針Ⅲへの適合性の確認（二次評価） 

方針Ⅲへの適合性については，以下のような流れでその適合性

を確認する。 

①：溢水による影響を考慮した上で，設計基準対象施設の機能

に期待せず，重大事故等対処設備によって“未臨界移行”，

“燃料冷却”，“格納容器除熱”及び“燃料プール注水”機

能が維持できるか 

②：①にて維持できない場合は，各種対応を実施する 
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1.3 重大事故等対処設備 

設置許可基準規則第四十四条～六十二条の各条文に該当する設

備，それらの分類，及び対応する設計基準対象施設を整理する（共

1 参照）。なお本表には，重大事故等対処設備として有効性評価に

てその機能に期待する設備は全て含まれる。 

 

1.4 方針への適合性確認フロー 

上記を踏まえ，方針への適合性確認フローを第 1.4-1 図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.4-1 図 方針への適合性確認フロー 

 

 

 

 

1.3 重大事故等対処設備 

設置許可基準規則第四十四条～六十二条の各条文に該当する設

備，それらの分類，及び対応する設計基準対象施設を第1.3-1表に

整理する。なお本表には，重大事故等対処設備として有効性評価

にてその機能に期待する設備は全て含まれる。 

 

1.4 方針への適合性確認フロー 

上記を踏まえ，方針への適合性確認フローを補足第1.4-1図に示

す。 

 

 

 

 

 

第 1.4-1図 方針への適合性確認フロー 

 

 

 

 

1.3 重大事故等対処設備 

設置許可基準規則第四十三条～六十二条の各条文に該当する設

備，それらの分類及び対応する設計基準対象施設を整理する（共

－１参照）。なお，本表には，重大事故等対処設備として有効性評

価にてその機能に期待する設備は全て含まれる。 

 

1.4 方針への適合性確認フロー 

上記を踏まえ，方針への適合性確認フローを図１に示す。 

 

 

 

図１ 方針への適合性確認フロー 
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・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では，重大

事故等対処設備に対応

する設計基準対象施設

を共－１で整理 
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2.1 重大事故等対処設備を対象とした溢水評価結果について 

重大事故等対処設備について，先行して実施した評価結果の一

例を示す。 

 

2.2 想定破損による没水影響評価 

単一機器の破損により生じる溢水箇所を起点とし，溢水経路を

経由して最終的な滞留箇所に到達するまでを一つの評価ケースと

定め，溢水経路に位置する全ての溢水防護区画における溢水水位

を算定した。算定した溢水水位と当該区画内の防護対象設備の機

能喪失高さとを比較することにより，当該設備の機能への影響を

評価し，1．の溢水防護の方針が確保されるかを判定した。 

第 2.2-1 図に溢水伝播における水位の算定フローを示す。 

 

 

 

第 2.2-1 図 溢水伝播における水位の算定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 溢水評価 

2.1 重大事故等対処設備を対象とした溢水評価について 

重大事故等対処設備に対する溢水評価方法を以下に示す。 

 

 

2.2 想定破損による没水影響評価 

単一機器の破損により生じる溢水箇所を起点とし，溢水経路を

経由して最終的な滞留箇所に到達するまでを一つの評価ケースと

定め，溢水経路に位置する全ての溢水防護区画における溢水水位

を算定した。算定した溢水水位と当該区画内の防護対象設備の機

能喪失高さとを比較することにより，当該設備の機能への影響を

評価し，1. 溢水防護の基本方針が確保されるかを判定した。 

第 2.2-1図に溢水伝播における水位の算定フローを示す。 

 

 

 

 

第 2.2-1図 溢水伝播における水位の算定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 溢水評価 

2.1 重大事故等対処設備を対象とした溢水評価結果について 

重大事故等対処設備について，先行して実施した評価結果の一

例を示す。 

 

2.2 想定破損による没水影響評価 

単一機器の破損により生じる溢水箇所を起点とし，溢水経路を

経由して最終的な滞留箇所に到達するまでを一つの評価ケースと

定め，溢水経路に位置する全ての溢水防護区画における溢水水位

を算定した。算定した溢水水位と当該区画内の溢水防護対象設備

の機能喪失高さとを比較することにより，当該設備の機能への影

響を評価し，1.の溢水防護の基本方針が確保されるかを判定した。 

図２に溢水伝播における水位の算定フローを示す。 

 

 

図２ 溢水伝播における水位の算定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

起点となる区画 

における水位算出 

水位評価完了 

隣接区画への 
伝播※1 

有 

無 

評価対象区画の溢水水位算出※2 

次の隣接区画への 
伝播判定※1 

有 

無 

繰り返し 

※1 

水位が隣接区画への伝播開始高さを 

超えた場合に伝播する 

 

※2 

区画への伝播ルートが複数存在する 

場合は，最大水位を用いて評価 
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2.2.1 評価ケースの設定 

以下に柏崎刈羽 6 号炉における評価結果の一例を示す。 

○溢水発生区画 

：原子炉建屋地上 2 階 FPC 弁室（R-2F-1） 

○溢水源 

：R-2F-1 内に敷設されている全溢水源とそれらの溢水量を以下

にまとめる。これより最も溢水量の大きい残留熱除去系を溢

水源として設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 溢水伝播評価 

溢水伝播モデルを用いて 2.2.1 の評価ケースにおける最終滞留

区画に到達するまでの溢水経路に位置する溢水防護区画の溢水水

位を評価する。評価は溢水区画を起点（一次）とし，隣接する区

画への伝播を段階的に二次，三次と進め，それを最終滞留区画ま

で実施する。 

 

2.2.3 重大事故等対処設備の防護対象設備の機能喪失判定 

2.2.2.で実施した溢水伝播評価の結果を基に，各防護対象設備

の機能喪失判定を実施し，第 2.2.3-1 表に示す。 

 

 

 

 

2.2.1 評価結果 

東海第二発電所における評価の詳細を以下に示す。 

○溢水発生区画：原子炉棟内 95区画での溢水発生を想定し，99

ケースの評価を実施 

○溢水源   ：各区画で想定される全ての系統からの溢水発生

を評価 

 

各区画で発生を想定する溢水について，評価した具体例を以下

に示す。 

溢水発生区画：原子炉建屋 1階 通路（RB-1-1） 

溢水源   ：RB-1-1内に敷設されている全溢水源とそれらの

溢水量を以下にまとめる。 

想定する溢水源の中で最も溢水量の大きい残留熱除去系を評価

例として示す。 

 

 

2.2.2 溢水伝播評価 

溢水伝播モデルを用いて 2.2.1の評価における最終滞留区画に

到達するまでの溢水経路に位置する溢水防護区画の溢水水位を評

価する。評価は溢水区画を起点とし，隣接する区画への伝播評価

を段階的に進め，それを最終滞留区画まで実施する。 

 

 

2.2.3 重大事故等対処設備の防護対象設備の機能喪失判定 

2.2.2で実施した溢水伝播評価の結果を基に，各防護対象設備

の機能喪失判定を実施する。評価例の結果を第 2.2.3－1表に示

す。 

 

 

 

2.2.1 評価ケースの設定 

以下に島根 2号炉における評価結果の一例を示す。 

○溢水発生区画 

：原子炉建物地下１階 HPCSポンプ室冷却機室(R-B1F-09N) 

○溢水源 

：R-B1F-09N内に敷設されている全溢水源とそれらの溢水量を

以下にまとめる。これより最も溢水量の大きい高圧炉心スプ

レイ系を溢水源として設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 溢水伝播評価 

溢水伝播モデルを用いて 2.2.1の評価ケースにおける最終滞留

区画に到達するまでの溢水経路に位置する溢水防護区画の溢水水

位を評価する。評価は溢水区画を起点（一次）とし，隣接する区

画への伝播を段階的に二次，三次と進め，それを最終滞留区画ま

で実施する。 

 

2.2.3 重大事故等対処設備の溢水防護対象設備の機能喪失判定 

各溢水防護対象設備の機能喪失判定を実施した結果を表２に示

す。なお，ここで示す溢水防護対象設備は基本設計段階での設備

であり，今後各種対策の実現性・詳細設計等を精査するに伴い変

更が必要となる場合は，適宜反映する。 

 

 

 

 

・設備及び評価条件の相 

違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

存在する溢水源 溢水量(m3) 代表溢水源 

高圧炉心スプレイ補機冷却系 43  

高圧炉心スプレイ系 495 ○ 

復水輸送系 65  

消火系 77  
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・設備及び評価条件の相 

違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

表
２
 
没
水
影
響
評
価
結
果
 

第
2.
2.
3-
1
表
 没

水
影
響
評
価
結
果
 

第
2.
2.
3－

1
表
 没

水
影
響
評
価
結
果
（
RB
-1
-1

に
お
け
る

R
H
R
が
溢
水
源
の
場
合
）
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2.2.4 判定 

2.2.1 にて示した評価ケースが 1．にて定めた方針を踏まえ，

重大事故等対処設備の没水影響評価結果の判定を実施する。 

 

設置許可基準規則第 43 条～第 62 条の条文ごとに溢水による

影響でその安全機能が維持できるか，また維持できない場合の対

応について以下のとおり判定する。(第 2.2.4-1 表参照) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 判定 

2.2.1にて示した評価ケースについて，1. 溢水防護の基本方針

にて定めた方針を踏まえ，重大事故等対処施設の没水影響評価結

果の判定を実施する。 

設置許可基準規則第43条～第62条の条文ごとに溢水による影響

でその安全機能が維持できるか，また維持できない場合の対応に

ついて判定する。(第2.2.4-1表参照) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 判定 

2.2.1にて示した評価ケースに対して，1．にて定めた方針を踏

まえ，重大事故等対処施設の没水影響評価結果の判定を実施する。 

 

設置許可基準規則第四十三条～第六二条の条文ごとに溢水によ

る影響でその安全機能が維持できるか，また維持できない場合の

対応について以下のとおり判定する。（表３参照） 
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・設備名称の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉では，対象

施設の名称を，共－１と

整合させている 

第
2.
2.
4-
1 
表
 重

大
事
故
等
対
処
設
備
の
没
水
影
響
評
価
 
ま
と
め
 

表
３
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故
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め
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1
/1
6）
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1
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(
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/
15
) 
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2.2.4.1 重大事故防止設備の独立性について 

2.2.1 のケースでは，重大事故防止設備のうち第 49 条（原子

炉格納容器内の冷却等のための設備）の代替格納容器スプレイ冷

却系の設備が機能喪失する。しかし，同様の機能を有する設計基

準対象施設である残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）

が機能維持できている。 

従って，設計基準対象施設と重大事故防止設備が同時に機能喪

失しないことが確認でき，重大事故防止設備は 1．の方針Ⅰ「独

立性」に適合していることが確認できる。 

2.2.4.2 重大事故緩和設備及び防止でも緩和でもない設備の修復

性について 

2.2.1 の評価例では“緩和設備”及び“防止でも緩和でもない

設備”は，第 50 条(原子炉格納容器の加圧破損を防止するための

設備)の代替循環冷却系の設備など，一部が機能喪失するものの，

修復等による対応により復旧可能であり，修復性等を考慮した頑

健性は確保されている。なお本ケースでは，同等の機能を持つ格

納容器圧力逃がし装置も機能維持しており，修復性に頼らずとも

安全機能は確保されている。 

以上より，重大事故緩和設備及び防止でも緩和でもない設備は 1．

の方針Ⅱ「修復性」に適合していることを確認できる。 

2.2.4.3 重大事故等対処設備による安全機能の確保について 

1．の方針Ⅲの観点から，設計基準対象施設の機能に期待せず，

重大事故等対処設備によって“未臨界移行”，“燃料冷却”，“格納

容器除熱”，及び“使用済燃料プール注水”機能が維持できるか判

断し，内部溢水事象が発生した場合でも，主要な安全機能が重大

事故等対処設備によって確保されることを確認する。 

未臨界移行機能：第 44 条の設備(代替制御棒挿入，代替冷却材再

循環ポンプ・トリップ機能，ほう酸水注入系)により当該機能が維

持される 

燃料冷却機能：第 46 条の設備（代替自動減圧機能，逃がし安全

弁機能回復(代替窒素供給)）による原子炉減圧，及び第 47 条の

設備（低圧代替注水系（可搬型））による注水機能が確保されるた

め当該機能は維持される 

2.2.4.1 重大事故防止設備の独立性について 

2.2.1のケースでは，重大事故防止設備のうち第 45条（原子炉

冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設

備）の高圧代替系注水系の設備が機能喪失する。しかし，同様の

機能を有する設計基準対象施設である高圧炉心スプレイ系及び原

子炉隔離時冷却系が機能維持できている。 

したがって，設計基準対象施設と重大事故防止設備が同時に機

能喪失しないことが確認でき，重大事故防止設備は 1.の方針Ⅰ「独

立性」に適合していることが確認できる。 

2.2.4.2 重大事故等対処設備による安全機能の確保について 

1.の方針Ⅲの観点から，設計基準対象施設の機能に期待せず，

重大事故等対処設備によって“未臨界移行”，“燃料冷却”，“格

納容器除熱”及び“使用済燃料プール注水”機能が維持できるか

判断し，内部溢水事象が発生した場合でも，主要な安全機能が重

大事故等対処設備によって確保されることを確認する。 

未臨界移行機能：第 44条の設備（代替制御棒挿入，代替冷却材再

循環ポンプ・トリップ機能，ほう酸水注入系）により当該機能が

維持される。 

燃料冷却機能：第 46条の設備（代替自動減圧機能，逃がし安全弁

機能回復(代替窒素供給)）による原子炉減圧，及び第 47条の設備

（低圧代替注水系（可搬型））による注水機能が確保されるため当

該機能は維持される。 

2.2.4.1 重大事故防止設備の独立性について 

2.2.1のケースでは，重大事故防止設備のうち第 45条（原子炉

冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設

備）の高圧炉心スプレイ系の設備及び第 58条（計装設備）の原子

炉圧力容器への注水量が機能喪失する。しかし，同様の機能を有

する設計基準対象施設である原子炉隔離時冷却系及び代替監視パ

ラメータが機能維持できている。

したがって，設計基準対象施設と重大事故防止設備が同時に機

能喪失しないことが確認でき，重大事故防止設備は 1.の方針Ⅰ「独

立性」に適合していることが確認できる。 

2.2.4.2 重大事故緩和設備及び防止でも緩和でもない設備の修

復性について 

2.2.1のケースでは“緩和設備”及び“防止でも緩和でもない

設備”が機能喪失しないことを確認でき，重大事故緩和設備及び

防止でも緩和でもない設備は 1.の方針Ⅱ「修復性」に適合してい

ることを確認できる。 

2.2.4.3 重大事故等対処設備による安全機能の確保について 

1.の方針Ⅲの観点から，設計基準対象施設の機能に期待せず，

重大事故等対処設備によって“未臨界移行”，“燃料冷却”，“格納

容器除熱”及び“燃料プール注水”機能が維持できるか判断し，

内部溢水事象が発生した場合でも，主要な安全機能が重大事故等

対処設備によって確保されることを確認する。 

未臨界移行機能：第 44条の設備（代替制御棒挿入機能による制御

棒緊急挿入，代替原子炉再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制，

ほう酸水注入）により当該機能が維持される 

燃料冷却機能：第 46条の設備（原子炉減圧の自動化，逃がし安全

弁窒素ガス供給設備による作動窒素ガス供給）による原子炉減圧，

及び第 47条の設備（低圧原子炉代替注水系（常設，可搬型）によ

る原子炉の冷却）による注水機能が確保されるため当該機能は維

・記載方針の相違

【東海第二】 

島根２号炉では，方針 
Ⅱへの適合について記

載している 

・設備名称の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉では，対象

施設の名称を，共－１と

整合させている 
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格納容器除熱機能：上記の燃料冷却機能と第 48 条の設備(耐圧強

化ベント系（W/W,D/W），格納容器圧力逃がし装置)により格納容器

に対する除熱機能が確保されるため，当該機能は維持される 

使用済燃料プール注水機能：第 54 条の設備(燃料プール代替注水

系(可搬型))により使用済燃料プールへの注水機能が確保される

ため，当該機能は維持される。 

以上より主要安全機能が重大事故等対処設備によって維持され

ていることから，1．方針Ⅲに適合していることが確認できる。 

2.3 例示評価以外の影響評価プロセスについて 

2.2 にて示した想定破損による没水評価以外のケースについて

も同様の評価プロセスで 1．の方針に適合していることを今後確

認していく。 

3. スロッシングに伴う溢水による重大事故等対処設備への影響

について 

スロッシングが発生した場合の重大事故等対処設備への影響に

ついて評価し，安全機能に影響のないことを確認する。 

スロッシングは原子炉建屋オペレーティングフロアで発生し，

当該エリアで約 0.80m の溢水水位となる。その後の伝播の流れと

しては，当該エリアの床貫通部や機器ハッチは下階への溢水の伝

播を防止しており，それらを介した一階層下のフロア（中 4 階）

への伝播は発生しないものの，床ファンネルや階段室，エレベー

タ室への止水処置は実施していないことから，それらを介した最

地下階（地下 3 階）への直接的な溢水の伝播が発生することとな

る。床ファンネル，階段室及びエレベータ室を介した伝播の場合，

最地下階の通路部に伝播することとなり，更にその周囲の各 ECCS 

室へは水密扉等により止水処置を施していることから伝播はせ

ず，通路部が最終的な滞留区画となる。この場合の通路部におけ

る溢水水位は約 1.20m である。 

格納容器除熱機能：上記の燃料冷却機能と第 48条の設備（耐圧強

化ベント系，格納容器圧力逃がし装置）により格納容器に対する

除熱機能が確保されるため，当該機能は維持される。 

使用済燃料プール注水機能：第 54条の設備(燃料プール代替注水

系(可搬型))により使用済燃料プールへの注水機能が確保される

ため，当該機能は維持される。 

以上より主要安全機能が重大事故等対処設備によって維持され

ていることから，1.方針Ⅲに適合していることが確認できる。 

2.3 例示評価以外の影響評価プロセスについて 

2.2にて示した想定破損による没水評価以外のケースについて

も同様の評価プロセスで 1. 溢水防護の基本方針に適合している

ことを確認した。 

3. スロッシングに伴う溢水による重大事故等対処設備への影響

について 

スロッシングが発生した場合の重大事故等対処設備への影響に

ついても評価し，安全機能に影響のないことを確認する。(第 3-1

表参照) 

持される 

格納容器除熱機能：上記の燃料冷却機能と第 48条の設備（原子炉

補機代替冷却系による除熱，格納容器フィルタベント系による原

子炉格納容器内の減圧及び除熱）により格納容器に対する除熱機

能が確保されるため，当該機能は維持される 

燃料プール注水機能：第 54条の設備（燃料プールスプレイ系によ

る常設スプレイヘッダ又は可搬型スプレイノズルを使用した燃料

プール注水及びスプレイ）により燃料プールへの注水機能が確保

されるため，当該機能は維持される 

以上より主要安全機能が重大事故等対処設備によって維持され

ていることから，1.の方針Ⅲに適合していることが確認できる。 

2.3 例示評価以外の影響評価プロセスについて 

2.2にて示した想定破損による没水評価以外のケースについて

も同様の評価プロセスで 1.の方針に適合していることを今後確認

していく。 

3. スロッシングに伴う溢水による重大事故等対処設備への影響

について 

燃料プールのスロッシングに伴う溢水が発生した場合の重大事

故等対処設備への影響について評価し，安全機能に影響のないこ

とを確認する。 

スロッシングは原子炉建物４階で発生し，当該エリアで約 0.19m

の溢水水位となる。その後の伝播の流れとしては，当該エリアの

床貫通部，機器ハッチ，階段室及びエレベータ室は下階への溢水

の伝播を防止しており，それらを介した一階層下のフロア（３階）

への伝播は発生しないものの，床目皿への止水処置は実施してい

ないことから，それらを介した最地下階（地下２階）への直接的

な溢水の伝播が発生することとなる。床目皿を介した伝播の場合，

最地下階のトーラス室に伝播することとなり，更にその周囲の各

ECCS室へは水密扉等により止水処置を施していることから伝播は

せずトーラス室が最終的な滞留区画となる。この場合のトーラス

室における溢水水位は約 1.16mである。 

以上の影響範囲を考慮した場合の重大事故等対処設備への影響

・記載方針の相違

【東海第二】

　島根２号炉では，評価

概要を記載している 
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以上の影響範囲を考慮した場合の重大事故等対処設備への影響

について第 3-1表に示す。 

第 3-1 表 スロッシングによる重大事故等対処設備への影響評価

結果 

※1 ○ ：当該設備の有する安全機能が維持されることを確認

(○)：今後，当該設備の有する安全機能が維持されるよう，

評価及び対策を実施 

第 3-1表 スロッシングによる重大事故等対処設備への影響評価

結果(1/4) 

※1 ○ ：当該設備の有する安全機能が維持されることを確認

(○)：当該設備の有する安全機能が維持されるよう，評価及

び対策を実施 

について表４に示す。 

表４ 燃料プールのスロッシングによる重大事故等対処設備への

影響評価結果(1/4) 

※1 ○：当該設備の有する安全機能が維持されることを確認

・設備名称の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉では，対象

施設の名称を，共－１と

整合させている。 

406



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

第 3-1 表 スロッシングによる重大事故等対処設備への影響評価

結果 

 
※1 ○ ：当該設備の有する安全機能が維持されることを確認 

(○)：今後，当該設備の有する安全機能が維持されるよう，

評価及び対策を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3-1表 スロッシングによる重大事故等対処設備への影響評価

結果(2/4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 ○ ：当該設備の有する安全機能が維持されることを確認  

(○)：当該設備の有する安全機能が維持されるよう，評価及

び対策を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４ 燃料プールのスロッシングによる重大事故等対処設備への

影響評価結果(2/4) 

 

※1 ○：当該設備の有する安全機能が維持されることを確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

407



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

第 3-1 表 スロッシングによる重大事故等対処設備への影響評価

結果 

 

※1 ○ ：当該設備の有する安全機能が維持されることを確認 

(○)：今後，当該設備の有する安全機能が維持されるよう，

評価及び対策を実施 
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表４ 燃料プールのスロッシングによる重大事故等対処設備への

影響評価結果(3/4) 
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表４ 燃料プールのスロッシングによる重大事故等対処設備への
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まとめ資料比較表 〔43条 共-9 自主対策設備の悪影響防止について〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

①
島根２号炉は，サプレッション・プール水のpH制御及びpH制御されたサプレッション・プール水を残留熱代替除去ポンプにより，PCVスプレイヘッダからスプレイすることでドラ
イウェル内（ペデスタル内含む）のpH制御を実施する。また，ペデスタル内にアルカリ薬剤を設置することで，原子炉冷却材喪失事故発生直後においてもペデスタル内の酸性化を
防止することが可能である

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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共-9 自主対策設備の悪影響防止について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共－9 自主対策設備の悪影響防止について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共-9 自主対策設備の悪影響防止について 
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1. はじめに 

自主対策設備として使用するものについて，他の設備への悪影

響防止について記載する。 

1. はじめに 

 自主対策設備として使用するものについて，他の設備への悪影

響防止について記載する。 

1. はじめに 

自主対策設備として使用するものについて，他の設備への悪影

響防止について記載する。 

 

2. 想定される悪影響について 

重大事故等時においては，重大事故等対処設備として配備し

ている機器の他に，事故対応の運用性の向上のために配置・配

備している自主対策設備を用いる場合がある。この場合には，

自主対策設備を使用することにより，他の設備（設計基準対象

施設及び重大事故等対処設備）に対して悪影響を及ぼすことが

ないように考慮する必要がある。 

この場合に想定される悪影響については，自主対策設備の使

用時の系統的な影響（電気的な影響を含む。）並びにタービンミ

サイル等の内部発生飛散物による影響を考慮する必要がある。

また，地震，火災，溢水等による波及的影響を考慮する必要が

ある。 

これらの自主対策設備を使用することの影響について類型化

すると，以下に示す 2 種類の影響について考慮する必要がある。 

・自主対策設備を使用することによって生じる直接的な影響 

・自主対策設備を使用することによって生じる間接的な影響 

直接的な影響として考慮すべき事項には，自主対策設備を使

用する際，接続する他の設備の設計条件を上回る条件で使用す

る場合の影響，薬品の使用による腐食や化学反応による影響，

他の設備との干渉により使用条件が限定されることによる影響

等が挙げられる。 

一方，間接的な影響として考慮すべき事項には，自主対策設

備の損傷により生じる波及的影響，自主対策設備を使用するこ

とにより他の機器の環境条件を悪化させる影響等が挙げられ

る。 

さらに，これらの影響とは別に，自主対策設備を使用する場

合に，発電所構内に予め確保されている水源や燃料，人員等の

運用リソースを必要とする場合がある。 

これらの影響により，他の設備の機能に悪影響を及ぼすこと

がないよう，自主対策設備の設計及び運用において，以下のと

おり考慮する。 

(1) 直接的な影響に対する考慮 

自主対策設備を使用することにより，接続される他の設備

の設計条件を超える場合には，事前に健全性を確認した上で

使用する。 

2.想定される悪影響について 

  重大事故等時においては，重大事故等対処設備として配備し

ている機器の他に，事故対応の運用性の向上のために配置・配

備している自主対策設備を用いる場合がある。この場合には，

自主対策設備を使用することにより，他の設備（設計基準対象

施設及び重大事故等対処設備）に対して悪影響を及ぼすことが

ないように考慮する必要がある。 

  この場合に想定される悪影響については，自主対策設備の使

用時の系統的な影響（電気的な影響を含む。）及びタービンミ

サイル等の内部発生飛散物による影響を考慮する必要がある。

また，地震，火災，溢水等による波及的影響を考慮する必要が

ある。 

  これらの自主対策設備を使用することの影響について類型化

すると，以下に示す 2種類の影響について考慮する必要がある。 

  ・自主対策設備を使用することによって生じる直接的な影響 

  ・自主対策設備を使用することによって生じる間接的な影響 

  直接的な影響として考慮すべき事項には，自主対策設備を使

用する際，接続する他の設備の設計条件を上回る条件で使用す

る場合の影響，薬品の使用による腐食や化学反応による影響，

他の設備との干渉により使用条件が限定されることによる影響

等が挙げられる。 

  一方，間接的な影響として考慮すべき事項には，自主対策設

備の損傷により生じる波及的影響，自主対策設備を使用するこ

とにより他の機器の環境条件を悪化させる影響等が挙げられ

る。 

  さらに，これらの影響とは別に，自主対策設備を使用する場

合に，発電所構内に予め確保されている水源や燃料，人員等の

運用リソースを必要とする場合がある。 

  これらの影響により，他の設備の機能に悪影響を及ぼすこと

がないよう，自主対策設備の設計及び運用において，以下のと

おり考慮する。 

 (1)直接的な影響に対する考慮 

   自主対策設備を使用することにより，接続される他の設備

の設計条件を超える場合には，事前に健全性を確認した上で

使用する。 

2. 想定される悪影響について 

重大事故等時においては，重大事故等対処設備として配備し

ている機器の他に，事故対応の運用性の向上のために配置・配

備している自主対策設備を用いる場合がある。この場合には，

自主対策設備を使用することにより，他の設備（設計基準対象

施設及び重大事故等対処設備）に対して悪影響を及ぼすことが

ないように考慮する必要がある。 

この場合に想定される悪影響については，自主対策設備の使

用時の系統的な影響（電気的な影響を含む。）並びにタービンミ

サイル等の内部発生飛散物による影響を考慮する必要がある。

また，地震，火災，溢水等による波及的影響を考慮する必要が

ある。 

これらの自主対策設備を使用することの影響について類型化

すると，以下に示す２種類の影響について考慮する必要がある。 

・自主対策設備を使用することによって生じる直接的な影響 

・自主対策設備を使用することによって生じる間接的な影響 

直接的な影響として考慮すべき事項には，自主対策設備を使

用する際，接続する他の設備の設計条件を上回る条件で使用す

る場合の影響，薬品の使用による腐食や化学反応による影響，

他の設備との干渉により使用条件が限定されることによる影響

等が挙げられる。 

一方，間接的な影響として考慮すべき事項には，自主対策設

備の損傷により生じる波及的影響，自主対策設備を使用するこ

とにより他の機器の環境条件を悪化させる影響等が挙げられ

る。 

さらに，これらの影響とは別に，自主対策設備を使用する場

合に，発電所構内に予め確保されている水源や燃料，人員等の

運用リソースを必要とする場合がある。 

これらの影響により，他の設備の機能に悪影響を及ぼすこと

がないよう，自主対策設備の設計及び運用において，以下のと

おり考慮する。 

(1) 直接的な影響に対する考慮 

自主対策設備を使用することにより，接続される他の設備

の設計条件を超える場合には，事前に健全性を確認した上で

使用する。 

 

412



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

自主対策設備において薬品や海水を使用することにより，

他の設備に腐食等の影響が懸念される自主対策設備について

は，事前にその影響や使用時間等を考慮して使用する。また，

電気設備の短絡等により生じる電気的影響については，保護

継電装置等により，他の設備に悪影響を及ぼさないよう考慮

する。 

重大事故等対処設備の配管にホースを接続する等により，

他の設備の機能を喪失させる自主対策設備については，当該

設備を使用すべき状況になった場合に自主対策設備の使用を

中止することで，他の設備に悪影響を及ぼさないよう考慮す

る。 

(2) 間接的な影響に対する考慮 

自主対策設備が損傷し溢水等が生じることによる波及的影

響について考慮し，耐震性を確保することや，溢水経路を確

認すること，必要な強度を有していることを確認すること等

により，他の設備に波及的影響を及ぼさないよう考慮する。 

高温箇所への注水により水蒸気が発生する場合等，自主対

策設備の使用により他の設備の周辺環境が悪化する場合に

は，環境悪化による他の設備の機能への影響を評価した上で

使用する。また，自主対策設備の内部を高放射線量の流体が

流れることにより，当該機器の周辺へのアクセスが困難にな

ることが想定される場合には，必要に応じて遮蔽体を設置す

る等の被ばく低減対策を講じる。 

大型設備を運搬して使用する場合や，通路にホース等を敷

設して使用する場合等，現場でのアクセス性を阻害する自主

対策設備については，予め通路を確保するよう配置すること

や，他の設備を使用する場合には移動することにより，他の

設備の使用に影響を及ぼさないよう考慮して使用する。 

(3) 発電所における運用リソースに対する考慮 

注水に淡水を用いる場合，駆動源の燃料として軽油を使用

する場合，操作に人員を要する場合等，発電所構内の運用リ

ソースを必要とする自主対策設備については，他の設備の使

用に影響を及ぼさないよう考慮して使用する。 

 

これらの影響を考慮する主要な自主対策設備について，次項に

示す。 

   自主対策設備において薬品や海水を使用することにより，

他の設備に腐食等の影響が懸念される自主対策設備について

は，事前にその影響や使用時間等を考慮して使用する。また，

電気設備の短絡等により生じる電気的影響については，保護

継電装置等により，他の設備に悪影響を及ぼさないよう考慮

する。 

   重大事故等対処設備の配管にホースを接続する等により，

他の設備の機能を喪失させる自主対策設備については，当該

設備を使用すべき状況になった場合に自主対策設備の使用を

中止することで，他の設備に悪影響を及ぼさないよう考慮す

る。 

 (2) 間接的な影響に対する考慮 

   自主対策設備が損傷し溢水等が生じることによる波及的影

響について考慮し，耐震性を確保することや，溢水経路を確

認すること，必要な強度を有していることを確認すること等

により，他の設備に波及的影響を及ぼさないよう考慮する。 

   高温箇所への注水により水蒸気が発生する場合等，自主対

策設備の使用により他の設備の周辺環境が悪化する場合に

は，環境悪化による他の設備の機能への影響を評価した上で

使用する。また，自主対策設備の内部を高放射線量の流体が

流れることにより，当該機器の周辺へのアクセスが困難にな

ることが想定される場合には，必要に応じて遮蔽体を設置す

る等の被ばく低減対策を講じる。 

   大型設備を運搬して使用する場合や，通路にホース等を敷

設して使用する場合等，現場でのアクセス性を阻害する自主

対策設備については，予め通路を確保するよう配置すること

や，他の設備を使用する場合には移動することにより，他の

設備の使用に影響を及ぼさないよう考慮して使用する。 

 (3) 発電所における運用リソースに対する考慮 

   注水に淡水を用いる場合，駆動源の燃料として軽油を使用

する場合，操作に人員を要する場合等，発電所構内の運用リ

ソースを必要とする自主対策設備については，他の設備の使

用に影響を及ぼさないよう考慮して使用する。 

 

これらの影響を考慮する主要な自主対策設備について，次項に

示す。 

 

 

自主対策設備において薬品や海水を使用することにより，

他の設備に腐食等の影響が懸念される自主対策設備について

は，事前にその影響や使用時間等を考慮して使用する。また，

電気設備の短絡等により生じる電気的影響については，保護

継電装置等により，他の設備に悪影響を及ぼさないよう考慮
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重大事故等対処設備の配管にホースを接続する等により，

他の設備の機能を喪失させる自主対策設備については，当該

設備を使用すべき状況になった場合に自主対策設備の使用を

中止することで，他の設備に悪影響を及ぼさないよう考慮す
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(2) 間接的な影響に対する考慮 

自主対策設備が損傷し溢水等が生じることによる波及的影

響について考慮し，耐震性を確保することや，溢水経路を確

認すること，必要な強度を有していることを確認すること等

により，他の設備に波及的影響を及ぼさないよう考慮する。 
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策設備の使用により他の設備の周辺環境が悪化する場合に

は，環境悪化による他の設備の機能への影響を評価した上で

使用する。また，自主対策設備の内部を高放射線量の流体が

流れることにより，当該機器の周辺へのアクセスが困難にな

ることが想定される場合には，必要に応じて遮蔽体を設置す

る等の被ばく低減対策を講じる。 

大型設備を運搬して使用する場合や，通路にホース等を敷

設して使用する場合等，現場でのアクセス性を阻害する自主

対策設備については，予め通路を確保するよう配置すること

や，他の設備を使用する場合には移動することにより，他の

設備の使用に影響を及ぼさないよう考慮して使用する。 

(3) 発電所における運用リソースに対する考慮 

注水に淡水を用いる場合，駆動源の燃料として軽油を使用

する場合，操作に人員を要する場合等，発電所構内の運用リ

ソースを必要とする自主対策設備については，他の設備の使

用に影響を及ぼさないよう考慮して使用する。 

 

これらの影響を考慮する主要な自主対策設備について，次項に

示す。 
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3. 主要な自主対策設備の状況 

3.1 格納容器 pH 制御設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 設備概要 

格納容器圧力逃がし装置を使用する際，原子炉格納容器内

が酸性化することを防止し，サプレッション・チェンバのプ

ール水中によう素を保持することでよう素の放出量を低減す

るための設備として，格納容器 pH制御設備を設ける。 

 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合，溶融炉心に含まれるよ

う素がサプレッション・チェンバのプール水へ流入し溶解す

る。また，原子炉格納容器内のケーブル被覆材には塩素等が

含まれており，重大事故等時にケーブルの放射線分解と熱分

解により塩酸等の酸性物質が大量に発生するため，サプレッ

ション・チェンバのプール水が酸性化する可能性がある。 

 

 

サプレッション・チェンバのプール水が酸性化すると，水

中に溶解しているよう素が有機よう素としてサプレッショ

3. 主要な自主対策設備の状況 

3.1 サプレッション・プール水ｐＨ制御設備 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 設備概要 

   格納容器圧力逃がし装置を使用する際，サプレッション・

プール水の酸性化を防止すること及びサプレッション・プー

ル水中の核分裂生成物由来のよう素を捕捉することにより，

よう素の放出量の低減を図るために，サプレッション・プー

ル水ｐＨ制御設備を設ける設計とする。なお，本装置は事業

者の自主的な取組で設置するものである。 

   炉心の著しい損傷が発生した場合，溶融炉心に含まれるよ

う素がサプレッション・プール水へ流入し溶解する。また，

原子炉格納容器内のケーブル被覆材には塩素等が含まれてお

り，重大事故時にケーブルの放射線分解と熱分解により塩酸

等の酸性物質が大量に発生するため，サプレッション・プー

ル水が酸性化する可能性がある。 

 

 

サプレッション・プール水が酸性化すると，水中に溶解し

ているよう素が有機よう素としてサプレッション・チェンバ

3. 主要な自主対策設備の状況 

3.1 サプレッション・プール水 pH制御系等による格納容器 pH制

御 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 設備概要 

格納容器フィルタベント系を使用する際，原子炉格納容器

内が酸性化することを防止し，サプレッション・プール水及

びペデスタル内の保有水中によう素を保持することでよう素

の放出量を低減するための設備として，サプレッション・プ

ール水 pH制御系等を設ける。 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合，溶融炉心に含まれるよ

う素がサプレッション・プール水へ流入し溶解する。また，

原子炉格納容器内のケーブル被覆材には塩素等が含まれてお

り，重大事故等時にケーブルの放射線分解と熱分解により塩

酸等の酸性物質が大量に発生するため，サプレッション・プ

ール水及びペデスタル内の保有水が酸性化する可能性があ

る。 

 

サプレッション・プール水が酸性化すると，水中に溶解し

ているよう素が有機よう素としてサプレッション・チェンバ

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，サプレ

ッション・プール水の

pH制御及び pH制御され

たサプレッション・プー

ル水を残留熱代替除去

ポンプにより，PCVスプ

レイヘッダからスプレ

イすることでドライウ

ェル内（ペデスタル内含

む）の pH 制御を実施す

る。また，ペデスタル内

にアルカリ薬剤を設置

することで，原子炉冷却

材喪失事故発生直後に

おいてもペデスタル内

の酸性化を防止するこ

とが可能である（以下，

①の相違） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7東海第二】 

①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 
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ン・チェンバの気相部へ放出されるという知見がある。そこ

で，サプレッション・チェンバのプール水をアルカリ性に保

つため，pH 制御として水酸化ナトリウムをサプレッション・

チェンバに注入する。サプレッション・チェンバのプール水

をアルカリ性に保つことで，気相部へのよう素の移行を低減

することが期待できる。 

 

本系統は，復水移送ポンプの吸込配管に水酸化ナトリウム

を注入させ，ドライウェルスプレイの配管，サプレッション・

チェンバスプレイの配管，格納容器下部注水系の配管から原

子炉格納容器内に薬液を注入する構成とする。 

本系統は，廃棄物処理建屋に設置している薬液タンク隔離

弁（2弁）を中央制御室からの遠隔操作又は現場での操作に

より開操作することで，復水移送ポンプの吸込配管に薬液を

混入させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の気相部へ放出されるという知見があることから，サプレッ

ション・プール水をアルカリ性に保つため，ｐＨ制御として

薬液（水酸化ナトリウム）をサプレッション・チェンバに注

入する。よう素の溶解量とｐＨの関係については，米国の論

文*1にまとめられており，サプレッション・プール水をアル

カリ性に保つことで，気相部へのよう素の移行を低減するこ

とが期待できる。 

 本設備は，原子炉建屋原子炉棟内に設置する隔離弁（2弁）

を中央制御室からのスイッチ操作，又は現場での手動操作に

より開操作することで，薬液タンクを窒素により加圧し，残

留熱除去系（Ａ系サプレッション・チェンバスプレイ配管）

を使用してサプレッション・チェンバに薬液（水酸化ナトリ

ウム）を注入する構成とする。 

 

 

 

 

*1：米国原子力規制委員会による研究（ＮＵＲＥＧ-1465）や，

米国Oak Ridge National Laboratoryによる論文（ＮＵＲ

ＥＧ／ＣＲ-5950）によると，ｐＨが酸性側になると，水

中に溶解していたよう素が気体となって気相部に移行す

るとの研究結果が示されている。ＮＵＲＥＧ-1465では，

原子炉格納容器内に放出されるよう素の化学形態と，よ

う素を水中に保持するためのｐＨ制御の必要性が整理さ

れている。また，ＮＵＲＥＧ／ＣＲ-5950では，酸性物質

の発生量とｐＨが酸性側に変化していく経過を踏まえ，

ｐＨ制御の効果を達成するための考え方が整理されてお

り，これらの論文での評価内容を参照し，東海第二発電

所の状況を踏まえ，サプレッション・チェンバへのアル

カリ薬液の注入時間及び注入量を算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

の気相部へ放出されるという知見がある。そこで，サプレッ

ション・プール水をアルカリ性に保つため，pH 制御として水

酸化ナトリウムをサプレッション・チェンバに注入する。よ

う素の溶解量と pHの関係については，米国の論文*1にまとめ

られており，サプレッション・プール水をアルカリ性に保つ

ことで，気相部へのよう素の移行を低減することが期待でき

る。 

サプレッション・プール水 pH制御系は，残留熱除去系配管

に水酸化ナトリウムを注入させ，サプレッション・チェンバ

スプレイ配管からサプレッション・チェンバに薬液を注入す

る構成とする。 

サプレッション・プール水 pH制御系は，原子炉建物に設置

している薬液タンクの隔離弁（2弁）を中央制御室からの遠

隔操作又は現場での操作により開操作することで，サプレッ

ション・チェンバスプレイ配管に薬液を混入させる。 

 

 

*1：米国原子力規制委員会による研究（ＮＵＲＥＧ-1465）や，

米国Oak Ridge National Laboratoryによる論文（ＮＵＲ

ＥＧ／ＣＲ-5950）によると，ｐＨが酸性側になると，水

中に溶解していたよう素が気体となって気相部に移行す

るとの研究結果が示されている。ＮＵＲＥＧ-1465では，

原子炉格納容器内に放出されるよう素の化学形態と，よ

う素を水中に保持するためのｐＨ制御の必要性が整理さ

れている。また，ＮＵＲＥＧ／ＣＲ-5950では，酸性物質

の発生量とｐＨが酸性側に変化していく経過を踏まえ，

ｐＨ制御の効果を達成するための考え方が整理されてお

り，これらの論文での評価内容を参照し，島根原子力発

電所２号炉の状況を踏まえ，サプレッション・チェンバ

へのアルカリ薬液の注入時間及び注入量を算定する。 

 

また，サプレッション・プール水 pH制御系使用後に，残留

熱代替除去ポンプを使用することにより，サプレッション・

チェンバのプール水を薬液として，ドライウェルスプレイ配

管からドライウェルにスプレイすることが可能である。更に，

通常運転中より予めペデスタル内にアルカリ薬剤を設置する

ことにより，原子炉冷却材喪失事故発生直後においても原子

炉格納容器内の酸性化を防止することが可能である。 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

系統構成の相違 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 
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(2) 他の設備への悪影響について 

格納容器 pH制御設備では，アルカリ薬液である水酸化ナト

リウムを原子炉格納容器へ注入する。このため，格納容器 pH 

制御設備を使用することで，他の設備への影響として考慮す

べき事象としては，以下の項目がある。 

 

・直接的影響：アルカリ薬液による原子炉格納容器バウンダ

リの腐食 

アルカリ薬液と原子炉格納容器内の保温材及

びグレーチングとの反応による水素発生によ

る圧力上昇 

アルカリ薬液と原子炉格納容器内の保温材及

びグレーチングとの反応による水素発生によ

る燃焼リスク 

・間接的影響：薬液タンクの破損によるアルカリ薬液の漏え      

              い 

これらの影響について，以下のとおり確認した。 

原子炉格納容器バウンダリの腐食については，pH 制御した

サプレッション・チェンバのプール水の水酸化ナトリウムは

低濃度であり，原子炉格納容器バウンダリを主に構成してい

るステンレス鋼や炭素鋼の腐食領域ではないため悪影響はな

い。同様に，原子炉格納容器のシール材についても耐アルカ

リ性を確認した改良 EPDM を使用することから，原子炉格納

容器バウンダリのシール性に対する悪影響はない。 

また，水素ガスの発生については，原子炉格納容器内では

配管の保温材やグレーチングに両性金属であるアルミニウム

や亜鉛を使用しており，水酸化ナトリウムと反応することで

水素ガスが発生する。しかしながら，原子炉格納容器内のア

ルミニウムと亜鉛が全量反応し水素ガスが発生すると仮定し

ても，ジルコニウム－水反応及び水の放射線分解等により発

生する水素量に比べて少なく，気相部に占める割合が十分に

小さいため，原子炉格納容器の異常な圧力上昇は生じない。

さらに，原子炉格納容器内は窒素ガスにより不活性化されて

おり，本反応では酸素ガスの発生がないことから，水素ガス

の燃焼も発生しない。 

一方，薬液タンクの破損によるアルカリ薬液の漏えいにつ

いては，タンクを十分な強度を有する設計とするとともに，

タンク周囲に堰を設け，悪影響を及ぼさないよう考慮する。 

 (2) 他設備への悪影響について 

サプレッション・プール水ｐＨ制御設備を使用することで，

アルカリ薬液である水酸化ナトリウムを原子炉格納容器へ注

入する。このため，サプレッション・プール水ｐＨ制御設備

を使用することで，他の設備への影響として考慮すべき事象

としては，以下の項目がある。 

・直接的影響：アルカリ薬液による原子炉格納容器バウン

ダリの腐食 

アルカリ薬液と原子炉格納容器内の保温材

及びグレーチング等との反応による水素発

生による圧力上昇 

アルカリ薬液と原子炉格納容器内の保温材

及びグレーチング等との反応による水素発

生による燃焼リスク 

・間接的影響：薬液タンク破損によるアルカリ薬液の漏え

い 

これらの影響について，以下のとおり確認した。 

このうち，原子炉格納容器バウンダリの腐食については，

ｐＨ制御したサプレッション・プール水の水酸化ナトリウム

は低濃度であり，原子炉格納容器バウンダリを主に構成して

いるステンレス鋼や炭素鋼の腐食領域ではないため悪影響は

ない。同様に，原子炉格納容器のシール材についても耐アル

カリ性を確認した改良ＥＰＤＭを使用することから原子炉格

納容器バウンダリのシール性に対する悪影響はない。 

また，水素の発生については，原子炉格納容器内では配管

の保温材やグレーチング等に両性金属であるアルミニウムや

亜鉛を使用しており，水酸化ナトリウムと反応することで水

素が発生する。しかしながら，原子炉格納容器内のアルミニ

ウムと亜鉛が全量反応し水素が発生すると仮定しても，事故

時の原子炉格納容器内の気相は水蒸気が多くを占めているこ

とから，原子炉格納容器の圧力制御には影響がない。また，

原子炉格納容器内は窒素により不活性化されており，本反応

では酸素の発生がないことから，水素の燃焼は発生しない。 

 

 

一方，薬液タンクの破損によるアルカリ薬液の漏えいにつ

いては，薬液タンクを十分な強度を有する設計とするととも

に，タンク周囲に堰を設け，悪影響を及ぼさないよう考慮す

(2) 他の設備への悪影響について 

サプレッション・プール水 pH制御系等による格納容器 pH

制御では，アルカリ薬液である水酸化ナトリウムを原子炉格

納容器へ注入する。このため，格納容器 pH制御を実施するこ

とで，他の設備への影響として考慮すべき事象としては，以

下の項目がある。 

・直接的影響：アルカリ薬液による原子炉格納容器バウンダ

リの腐食 

アルカリ薬液と原子炉格納容器内の保温材及

びグレーチングとの反応による水素発生によ

る圧力上昇 

アルカリ薬液と原子炉格納容器内の保温材及

びグレーチングとの反応による水素発生によ

る燃焼リスク 

・間接的影響：薬液タンクの破損によるアルカリ薬液の漏え     

              い 

これらの影響について，以下のとおり確認した。 

原子炉格納容器バウンダリの腐食については，pH 制御した

サプレッション・チェンバのプール水の水酸化ナトリウムは

低濃度であり，原子炉格納容器バウンダリを主に構成してい

る炭素鋼の腐食領域ではないため悪影響はない。同様に，原

子炉格納容器のシール材についても耐アルカリ性を確認した

改良 EPDM を使用することから，原子炉格納容器バウンダリ

のシール性に対する悪影響はない。 

また，水素ガスの発生については，原子炉格納容器内では

配管の保温材やグレーチングに両性金属であるアルミニウム

や亜鉛を使用しており，水酸化ナトリウムと反応することで

水素ガスが発生する。しかしながら，原子炉格納容器内のア

ルミニウムと亜鉛が全量反応し水素ガスが発生すると仮定し

ても，事故時の原子炉格納容器内の気相は水蒸気が多くを占

めていることから，原子炉格納容器の圧力制御には影響がな

い。さらに，原子炉格納容器内は窒素ガスにより不活性化さ

れており，本反応では酸素ガスの発生がないことから，水素

ガスの燃焼も発生しない。 

 

一方，薬液タンクの破損によるアルカリ薬液の漏えいにつ

いては，タンクを十分な強度を有する設計とするとともに，

タンク周囲に堰を設け，悪影響を及ぼさないよう考慮する。 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・炉型の違い 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，原子炉

格納容器バウンダリを

構成する主要材料は炭

素鋼のみ 
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なお，運用リソースに関する影響については，必要な人員

を想定した手順を準備しており，手順に基づいた対応を行う

ため，悪影響はない。また，電源を必要とするが，他の設備

の使用に悪影響を及ぼさないよう必要な電源を確保できる場

合にのみ使用する。 

る。 

なお，運用リソースに関する影響については，必要な人員

を想定した手順を準備しており，手順に基づいた対応を行う

ため，悪影響はない。また，電源を必要とするが，他の設備

の仕様に悪影響を及ぼさないよう必要な電源を確保できる場

合のみ使用する。 

また，本設備は薬液タンクを窒素により加圧し，サプレッ

ション・チェンバ側のスプレイヘッダを使用してサプレッシ

ョン・チェンバに薬液を注入する構成であるが，残留熱除去

系Ａ系が停止し，かつＡ系ドライウェルスプレイ弁が閉であ

る状態において薬液注入を行う手順とすることから，残留熱

除去系への悪影響はない。 

 

 

なお，運用リソースに関する影響については，必要な人員

を想定した手順を準備しており，手順に基づいた対応を行う

ため，悪影響はない。また，電源を必要とするが，他の設備

の使用に悪影響を及ぼさないよう必要な電源を確保できる場

合にのみ使用する。 

また，本設備は薬液タンクを窒素により加圧し，サプレッ

ション・チェンバ側のスプレイヘッダを使用してサプレッシ

ョン・チェンバに薬液を注入する構成であるが，Ａ－ＲＨＲ

スプレイ弁が閉である状態において薬液注入を行う手順とす

ることから，残留熱除去系への悪影響はない。 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

3.2 格納容器頂部注水系 

(1) 設備概要 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容

器頂部を冷却することで原子炉格納容器外への水素ガス漏え

いを抑制し，原子炉建屋の水素爆発を防止するため，格納容

器頂部注水系を設ける。 

格納容器頂部注水系は，原子炉ウェルに水を注水し，原子

炉格納容器トップヘッドフランジシール材を原子炉格納容器

外部から冷却することを目的とした系統である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器頂部注水系は，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級），

接続口等で構成しており，炉心の著しい損傷が発生した場合

において，代替淡水源の水又は海水を原子炉ウェルに注水し

原子炉格納容器頂部を冷却することで，原子炉格納容器頂部

からの水素ガス漏えいを抑制する設計とする。 

3.2 格納容器頂部注水系 

 (1) 設備概要 

   炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容

器頂部を冷却することで，原子炉格納容器外への水素漏えい

を抑制し，原子炉建屋原子炉棟の水素爆発を防止するため，

格納容器頂部注水系を設ける。 

   格納容器頂部注水系は，原子炉ウェルに注水し，原子炉格

納容器トップヘッドフランジのシール材を原子炉格納容器外

部から冷却することを目的とした系統であり，常設及び可搬

型がある。 

 

 

 

 

   格納容器頂部注水系（常設）は，常設低圧代替注水系ポン

プで構成し，炉心の著しい損傷が発生した場合において，代

替淡水貯槽を水源として原子炉ウェルに注水し，原子炉格納

容器頂部を冷却することで，原子炉格納容器頂部からの水素

漏えいを抑制する設計とする。 

 

   格納容器頂部注水系（可搬型）は，可搬型代替注水大型ポ

ンプ及び可搬型代替注水中型ポンプで構成し，炉心の著しい

損傷が発生した場合において，代替淡水貯槽及び西側淡水貯

水設備を水源として原子炉ウェルに注水し，原子炉格納容器

頂部を冷却することで，原子炉格納容器頂部からの水素漏え

3.2 原子炉ウェル代替注水系 

(1) 設備概要 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ドライウェル

主フランジを冷却することで原子炉格納容器外への水素ガス

漏えいを抑制し，原子炉建物原子炉棟の水素爆発を防止する

ため，原子炉ウェル代替注水系を設ける。 

原子炉ウェル代替注水系は，原子炉ウェルに水を注水し，

ドライウェル主フランジシール材を原子炉格納容器外部から

冷却することを目的とした系統である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉ウェル代替注水系は，大量送水車，接続口等で構成

しており，炉心の著しい損傷が発生した場合において，代替

淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））の水又

は海水を原子炉ウェルに注水しドライウェル主フランジを冷

却することで，ドライウェル主フランジからの水素ガス漏え

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，可搬型

設備により，原子炉ウェ

ルへの注水が可能な設

計とする 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，可搬型

設備により，原子炉ウェ

ルへの注水が可能な設

計とする 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は海水も
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したがって，事故時に速やかに原子炉格納容器トップヘッ

ドフランジシール材を冠水させるように原子炉ウェルに水を

張ることが必要であり，その際の必要注水量は冠水分と余裕

分も見込んだ注水量とする。また，格納容器頂部注水系は，

必要注水量を注水開始から速やかに達成できる設計とし，格

納容器頂部注水系のポンプは可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）

を採用する。 

また，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）を接続する接続口

は，位置的分散を図った複数箇所に設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 他の設備への悪影響について 

格納容器頂部注水系を使用することで，原子炉ウェルに水

が注水される。このため，格納容器頂部注水系を使用するこ

とで，他の設備への影響として考慮すべき事象としては，以

下の項目がある。 

・直接的影響：原子炉格納容器頂部が急冷され，鋼材部が熱

収縮することによる原子炉格納容器の閉じ込

め機能への影響 

 

 

・間接的影響：原子炉格納容器頂部を冷却することにより，

原子炉格納容器内の水素漏えいが低減される

ことによる原子炉建屋水素爆発防止機能への

影響 

 

 

 

 

原子炉格納容器頂部を冷却することで，原子

炉建屋に水蒸気が発生することによる原子炉

いを抑制する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，可搬型代替注水大型ポンプ及び可搬型代替注水中型

ポンプを接続する接続口は，位置的分散を図った複数箇所に

設置する。 

なお，事故時に速やかに原子炉格納容器トップヘッドフラ

ンジシール材を冠水させるように原子炉ウェルに水を張るこ

とが必要であり，その際の必要注水量は冠水分と余裕分も見

込んだ注水量とする。また，格納容器頂部注水系は，必要注

水量を注水開始から速やかに達成できる設計とする。 

 

 (2) 他設備への悪影響について 

格納容器頂部注水系を使用することで，原子炉ウェルに水

が注水される。このため，格納容器頂部注水系を使用するこ

とで，他の設備への影響として考慮すべき事象としては，以

下の項目がある。 

・直接的影響：原子炉格納容器温度が 200℃のような過温

状態で常温の水を原子炉ウェルに注水する

ため，原子炉格納容器頂部が急冷され，鋼

材部の熱収縮による応力発生に伴う原子炉

格納容器閉じ込め機能への影響 

   ・間接的影響：原子炉格納容器頂部を冷却することにより，

原子炉格納容器トップヘッドフランジから

の水素漏えいを抑制するため，原子炉建屋

原子炉棟 6階への漏えいが減少する一方

で，原子炉建屋原子炉棟下層階（2階及び

地下 1階）への漏えい量が増加することに

よる原子炉建屋原子炉棟水素爆発防止機能

への影響 

          原子炉ウェルに注水した水が蒸発し，原子

炉建屋原子炉棟 6階に水蒸気が滞留するこ

いを抑制する設計とする。 

 

したがって，事故時に速やかにドライウェル主フランジシ

ール材を冠水させるように原子炉ウェルに水を張ることが必

要であり，その際の必要注水量は冠水分と余裕分も見込んだ

注水量とする。また，原子炉ウェル代替注水系は，必要注水

量を注水開始から速やかに達成できる設計とし，原子炉ウェ

ル代替注水系のポンプは大量送水車を採用する。 

 

また，大量送水車を接続する接続口は，位置的分散を図っ

た複数箇所に設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 他の設備への悪影響について 

原子炉ウェル代替注水系を使用することで，原子炉ウェル

に水が注水される。このため，原子炉ウェル代替注水系を使

用することで，他の設備への影響として考慮すべき事象とし

ては，以下の項目がある。 

・直接的影響：ドライウェル主フランジが急冷され，鋼材部

が熱収縮することによる原子炉格納容器の閉

じ込め機能への影響 

 

 

・間接的影響：ドライウェル主フランジを冷却することによ

り，原子炉格納容器内の水素漏えいが低減さ

れることによる原子炉建物原子炉棟水素爆発

防止機能への影響 

 

 

 

 

ドライウェル主フランジを冷却することで，

原子炉建物原子炉棟に水蒸気が発生すること

注水可能な運用とする 
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建屋水素爆発防止機能への影響 

 

 

 

 

原子炉格納容器頂部が急冷され，原子炉格納

容器が除熱されることによる格納容器負圧破

損の影響 

これらの影響について，以下のとおり確認した。 

このうち，原子炉格納容器頂部を急冷することによる原子

炉格納容器閉じ込め機能への影響については，原子炉格納容

器頂部締付ボルト冷却時の発生応力を評価した結果，ボルト

が急冷された場合でも応力値は降伏応力を下回っていること

からボルトが破損することはない。 

また，原子炉格納容器トップヘッドフランジからの水素ガ

ス漏えいを防ぐことによる，原子炉建屋水素爆発防止機能へ

の影響については，水素ガスの漏えい箇所を原子炉建屋下層

階（地上 2階，地下 1階，地下 2階）のみとして原子炉建屋

内の水素ガス挙動を評価した結果，原子炉建屋下層階におい

て可燃限界に至ることはなく，かつ原子炉建屋最上階におい

ても静的触媒式水素再結合器により可燃限界に至らないこと

が確認できているため，原子炉建屋水素爆発防止機能に悪影

響を与えない。 

 

原子炉ウェルに溜まった水が蒸発することによる原子炉建

屋水素爆発防止機能への影響については，原子炉建屋オペレ

ーティングフロアに水蒸気が追加で流入した場合の原子炉建

屋内の水素ガス挙動を評価し，可燃限界に至ることはないこ

とが確認できているため，原子炉建屋水素爆発防止機能に悪

影響を与えない。 

原子炉格納容器の負圧破損に対する影響については，原子

炉ウェルに注水し原子炉格納容器頂部を冷却することによる

原子炉格納容器の除熱効果は小さいため，原子炉格納容器を

負圧にするような悪影響はない。 

なお，運用リソースに関する影響については，必要な人員

を想定した手順を準備しており，手順に基づいた対応を行う

ため，悪影響はない。 

また，淡水，電源又は燃料を必要とするが，淡水の使用量

とで，静的触媒式水素再結合器を設置する

原子炉建屋原子炉棟 6階への下層階から漏

えいした水素の流入が阻害されることによ

る原子炉建屋原子炉棟水素爆発防止機能へ

の影響 

          原子炉格納容器頂部が急冷され，原子炉格

納容器が除熱されることによる格納容器負

圧破損の影響 

   これらの影響について，以下のとおり確認した。 

このうち，原子炉格納容器頂部急冷することによる原子炉

格納容器閉じ込め機能への影響については，原子炉格納容器

頂部締付ボルト冷却時の発生応力を評価した結果，ボルトが

急冷された場合でも応力値は降伏応力を下回っていることか

らボルトが破損することはない。 

   また，原子炉格納容器トップヘッドフランジからの水素漏

えいを防ぐことによる原子炉建屋水素爆発防止機能への影響

については，水素の漏えい箇所を原子炉建屋原子炉棟下層階

（2階及び地下 1階）のみとして原子炉建屋原子炉棟内の水

素挙動を評価し，下層階で水素が滞留しないこと及び可燃限

界に至ることがないことを確認した。このため，原子炉建屋

原子炉棟水素爆発防止機能に悪影響を与えない。 

 

 

 

   原子炉ウェルに溜まった水が蒸発することによる原子炉建

屋水素爆発防止機能への影響については，原子炉建屋ガス処

理系による混合効果が大きいため，原子炉建屋原子炉棟 6階

に水蒸気が滞留することはない。このため，原子炉建屋水素

爆発防止機能に悪影響を与えない。 

 

   原子炉格納容器の急冷による原子炉格納容器負圧破損に対

する影響については，原子炉ウェルに注水し原子炉格納容器

頂部を冷却することによる原子炉格納容器の除熱効果は小さ

いため，原子炉格納容器を負圧にするような悪影響はない。 

なお，運用リソースに関する影響については，必要な人員

を想定した手順を準備しており，手順に基づいた対応を行う

ため，悪影響はない。 

また，淡水及び電源を必要とするが，淡水の使用量は，水

による原子炉建物原子炉棟水素爆発防止機能

への影響 

 

 

 

ドライウェル主フランジが急冷され，原子炉

格納容器が除熱されることによる格納容器負

圧破損の影響 

これらの影響について，以下のとおり確認した。 

このうち，ドライウェル主フランジを急冷することによる

原子炉格納容器閉じ込め機能への影響については，ドライウ

ェル主フランジ締付ボルト冷却時の発生応力を評価した結

果，ボルトが急冷された場合でも応力値は降伏応力を下回っ

ていることからボルトが破損することはない。 

また，ドライウェル主フランジからの水素ガス漏えいを防

ぐことによる，原子炉建物原子炉棟水素爆発防止機能への影

響については，水素ガスの漏えい箇所を原子炉建物原子炉棟

下層階（２階，１階，地下１階，地下２階）のみとして原子

炉建物原子炉棟内の水素ガス挙動を評価した結果，原子炉建

物原子炉棟下層階において可燃限界に至ることはなく，かつ

原子炉建物原子炉棟最上階においても静的触媒式水素処理装

置により可燃限界に至らないことが確認できているため，原

子炉建物原子炉棟水素爆発防止機能に悪影響を与えない。 

 

原子炉ウェルに溜まった水が蒸発することによる原子炉建

物原子炉棟水素爆発防止機能への影響については，原子炉建

物原子炉棟４階に水蒸気が追加で流入した場合の原子炉建物

原子炉棟内の水素ガス挙動を評価し，可燃限界に至ることは

ないことが確認できているため，原子炉建物原子炉棟水素爆

発防止機能に悪影響を与えない。 

原子炉格納容器の負圧破損に対する影響については，原子

炉ウェルに注水しドライウェル主フランジを冷却することに

よる原子炉格納容器の除熱効果は小さいため，原子炉格納容

器を負圧にするような悪影響はない。 

なお，運用リソースに関する影響については，必要な人員

を想定した手順を準備しており，手順に基づいた対応を行う

ため，悪影響はない。 

また，淡水，電源又は燃料を必要とするが，淡水の使用量

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，１階

（機器搬入口，所員用エ

アロック，制御棒駆動機

構搬出ハッチ）からの漏

えいを想定している 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，静的触

媒式水素処理装置によ

り水素爆発損傷防止対

策が可能であることを

確認しているため，非常

用ガス処理系は，水素処

理設備としての重大事

故等対処設備としない 
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は水源である淡水貯水池が保有する水量に比べて十分小さ

く，悪影響はない。また，電源又は燃料については，他の設

備の使用に悪影響を及ぼさないよう必要な電源又は燃料を確

保できる場合にのみ使用する。 

 

源である代替淡水貯槽が保有する水量に比べて十分に小さ

く，悪影響は無い。電源については，他の設備の仕様に悪影

響を及ぼさないよう必要な電源を確保できる場合のみ使用す

る。 

 

は水源である輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）が

保有する水量に比べて十分小さく，悪影響はない。また，電

源又は燃料については，他の設備の使用に悪影響を及ぼさな

いよう必要な電源又は燃料を確保できる場合にのみ使用す

る。 

 

3.3 第二代替交流電源設備 

(1) 設備概要 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源

喪失）した場合に，第二代替交流電源設備を使用する。 

第二代替交流電源設備は，第二ガスタービン発電機，第二

ガスタービン発電機用燃料タンク，第二ガスタービン発電機

用燃料移送ポンプ，軽油タンク，タンクローリ（16kL），電路，

計測制御装置等で構成し，第二ガスタービン発電機を設置場

所での操作にて速やかに起動し，非常用高圧母線 C 系及び非

常用高圧母線 D 系，又は AM 用 MCC へ接続することで電力を

供給できる設計とする。 

第二ガスタービン発電機の燃料は，第二ガスタービン発電

機用燃料タンクより第二ガスタービン発電機用燃料移送ポン

プを用いて補給できる設計とする。また，第二ガスタービン

発電機用燃料タンクの燃料は，軽油タンクよりタンクローリ

（16kL）を用いて補給できる設計とする。 

第二代替交流電源設備は，非常用交流電源設備に対して，

独立性を有し，位置的分散を図る設計とする。 

(2) 他の設備への悪影響について 

第二代替交流電源設備を使用することで，他の設備への影

響として考慮すべき事象としては，以下の項目がある。 

・直接的影響：第二代替交流電源設備の異常による電気的波

及影響 

・間接的影響：第二ガスタービン発電機の破損による飛散 

これについては，第二代替交流電源設備，荒浜側緊急用高

圧母線及び大湊側緊急用高圧母線の供給先の電気設備は，保

護継電装置等により電気的波及影響を防止する設計としてい

る。 

また，第二ガスタービン発電機は高速回転機器であるが，

構造部材が飛散物にならないよう設計する。 

なお，運用リソースに関する影響については，必要な人員

を想定した手順を準備しており，手順に基づいた対応を行う

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

  島根２号炉には，東海

第二と同様に当該設備

は無い 
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ため，悪影響はない。また，燃料を必要とするが，他の設備

の使用に悪影響を及ぼさないよう必要な燃料を確保できる場

合にのみ使用する。 

 

3.4 バックアップシール材 

(1) 設備概要 

バックアップシール材は，原子炉格納容器トップヘッドフ

ランジ及び機器搬入用ハッチ類のフランジにおいて，改良

EPDM シール材のバックアップとしてフランジ面に塗布する

ことにより，高温環境下においてもシール性能を維持し，原

子炉格納容器からの放射性物質の漏えいの発生を防止するた

めに設けるものである。バックアップシール材は，耐高温性，

耐蒸気性，耐放射線性が確認され，重大事故環境下において

もシール機能を発揮できるものを用いる。 

(2) 他の設備への悪影響について 

バックアップシール材は，原子炉格納容器トップヘッド及

び機器ハッチのフランジ面に塗布される。このため，バック

アップシール材を使用することで，他の設備への影響として

考慮すべき事象としては，以下の項目がある。 

 

 

直接的影響：フランジ面における開口を考慮したシール材の

押込み量 

内圧及びシール材反力に対するフランジ強度 

シール材との化学的作用による反応や劣化等の

影響 

これらの影響について，以下のとおり確認した。 

フランジ面において，開口を考慮した適切な押込み量を確

保できることを確認するため，試験体を用いてバックアップ

シール材の有無によるフランジ締め付け時の開口量を確認し

た。その結果，バックアップシール材適用による押込み深さ

の変化量やフランジ開口量への影響は無視できる程度であ

り，悪影響はない。 

また，バックアップシール材の塗布後においても，適切な

フランジ強度を有していることを確認するために，バックア

ップシール材からの荷重の評価を行った。その結果，バック

アップシール材の荷重は内圧による荷重と比較して 2 桁以上

小さくなることを確認した。このことから，フランジ部へ発

3.3 バックアップシール材 

 (1) 設備概要 

   バックアップシール材は，原子炉格納容器トップヘッドフ

ランジ及び機器搬入用ハッチ類のフランジにおいて，改良Ｅ

ＰＤＭ製シール材のバックアップとしてフランジ面に塗布す

ることにより，高温環境下においてもシール性能を維持し，

原子炉格納容器からの放射性物質の漏えいの発生を防止する

ために設けるものである。バックアップシール材は，耐高温

性，耐蒸気性，耐放射線性が確認され，重大事故環境下にお

いてもシール機能を発揮できるものを用いる。 

 (2) 他設備への悪影響について 

   バックアップシール材は，原子炉格納容器トップヘッドフ

ランジ，機器搬入用ハッチフランジ及びサプレッション・チ

ェンバアクセスハッチフランジのフランジ面に塗布される。

このため，バックアップシール材を使用することで，他の設

備への影響として考慮すべき事象としては，以下の項目があ

る。 

・直接的影響：フランジ面における開口を考慮したシール材

の押込み量 

         内圧及びシール材反力に対するフランジ強度 

         シール材との化学的影響による反応や劣化等

の影響 

   これらの影響について，以下のとおり確認した。 

   フランジ面において，開口を考慮した適切な押込み量を確

保できることを確認するため，試験体を用いてバックアップ

シール材の有無によるフランジ締め付け時の開口量を確認し

た。その結果，バックアップシール材適用による押込み深さ

の変化量やフランジ開口量への影響は無視できる程度であ

り，悪影響はない。 

   また，バックアップシール材を用いた際，フランジに加わ

る荷重には，原子炉格納容器内圧による荷重，ガスケット反

力による荷重及びバックアップシール材による荷重がある

が，バックアップシール材反力による荷重は内圧による荷重

と比較して極めて小さくなる。このため，フランジ部へ発生

 ・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，バック

アップシール材を使用

しない 

421



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

生する応力の影響は内圧が支配的であり，バックアップシー

ル材の有無によりフランジ部へ加わる発生応力はほとんど変

化しないことから，フランジ強度への悪影響はない。 

バックアップシール材の塗布により，本来のシール材であ

る改良 EPDMに対する化学影響がないことについては，長期熱

劣化影響確認試験で改良 EPDM とバックアップシール材を組

み合わせたフランジで劣化後の気密性を確認していることか

ら，悪影響はない。 

する応力の影響は原子炉格納容器内圧が支配的であり，バッ

クアップシール材の有無によりフランジ部へ加わる発生応力

はほとんど変化しないと考えられることから，フランジ強度

への悪影響はない。 

バックアップシール材の塗布により，本来のシール材であ

る改良ＥＰＤＭに対する化学影響がないことについては，長

期熱劣化影響確認試験で改良ＥＰＤＭとバックアップシール

材を組み合わせたフランジで劣化後の気密性を確認している

ことから，悪影響はない。 

上記に示す設備を含む自主対策設備に関する悪影響の評価につ

いて，次頁以降に示す。 

上記に示す設備を含む自主対策設備に関する悪影響の評価につ

いて，次頁以降に示す。 

上記に示す設備を含む自主対策設備に関する悪影響の評価につ

いて，次頁以降に示す。 

表１ 自主対策設備を使用することによる悪影響検討結果 表１ 自主対策設備を使用することによる悪影響検討結果 表１ 自主対策設備を使用することによる悪影響検討結果 各社の表は，三社比較表

の後に拡大して再掲す

る 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設計方針の相違によ

る自主対策設備の相違。

島根２号炉は，技術的能

力において自主対策設

備とした設備を対象に，

悪影響の無いことを確

認した。 

 柏崎 6/7，東海第二と

島根２号の自主対策設

備の差異（過不足）は，

技術的能力資料に記載

する 
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以降，各社の表を拡大し

て再掲する 
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島根原子力発電所 ２号炉 備考 

表１ 自主対策設備を使用することによる悪影響検討結果 
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